
 

 

 

 

 

 

 

 

寄居町立地適正化計画 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年３月 

（令和５年３月改定） 

寄居町 
  



 

 

 

  



寄居町立地適正化計画 

目  次 

 

第１章 立地適正化計画の概要 ·············· 1 

１．立地適正化計画策定の背景・目的 ································ 1 

２．立地適正化計画とは ············································ 2 

３．計画の位置付け ················································ 3 

４．計画期間 ······················································ 3 

５．計画区域 ······················································ 4 

 

第２章 現状及び将来見通しに基づく課題整理 ······· 5 

１．人口動向から見た課題 ·········································· 5 

２．公共交通の状況から見た課題 ··································· 12 

３．都市機能の立地状況から見た課題 ······························· 15 

４．土地利用・都市基盤整備の状況から見た課題 ····················· 21 

５．災害上危険な地域の分布状況から見た課題 ······················· 25 

６．財政状況から見た課題 ········································· 26 

 

第３章 本計画の基本方針 ················ 29 

１．まちづくり方針及び施策・誘導の方針 ··························· 29 

２．本町が目指す都市の骨格構造 ··································· 33 

 

第４章 居住誘導区域 ·················· 41 

１．居住誘導区域の基本的な考え方 ································· 41 

２．居住誘導区域の設定 ··········································· 44 

 

第５章 都市機能誘導区域 ················ 49 

１．都市機能誘導区域の基本的な考え方 ····························· 49 

２．都市機能誘導区域の設定 ······································· 50 

 

  



 

第６章 誘導施設 ···················· 53 

１．誘導施設の基本的な考え方 ····································· 53 

２．誘導施設の設定 ··············································· 56 

 

第７章 誘導施策 ···················· 59 

１．施策の体系 ··················································· 59 

２．誘導施策 ····················································· 61 

 

第８章 防災指針 ···················· 67 

１．防災指針とは ················································· 67 

２．災害リスクの分析と課題の整理 ································· 68 

３．防災・減災まちづくりの方針 ··································· 80 

４．具体的な取組み、スケジュール ································· 83 

 

第９章 評価方法及び進行管理 ·············· 87 

１．評価指標の設定 ··············································· 87 

２．計画の評価、見直し方針 ······································· 95 

 

 

参考資料  ······················· 97 

１．策定及び改定の経緯 ··········································· 97 

 

 



第１章 立地適正化計画の概要 

1 
 

第１章 立地適正化計画の概要 

１．立地適正化計画策定の背景・目的 

我が国の多くの地方都市では、これまで、高度経済成長期の住宅開発や、郊外型商業施設の

立地に伴う周辺の開発等により、市街地の拡大が進みました。しかし、全国の総人口が 2015

年（平成 27 年）に減少に転じるなか、地方都市をはじめとしてこのまま人口密度の低下が進

行すると、一定の人口密度に支えられてきた医療・福祉・商業や公共交通等の各種生活サービ

ス機能の維持が困難になることが懸念されます。 

また、大都市でも、高齢化の急速な進行により、医療や介護福祉の供給や地域活力・コミュ

ニティの維持が困難になることも懸念されています。 

こうしたなか、2014 年（平成 26 年）8 月に都市再生特別措置法が改正され、コンパクト

シティ・プラス・ネットワーク型のまちづくりを推進するための「立地適正化計画制度」が創

設されました。 

寄居町においても、多くの地方都市と同様、20０0 年（平成 12 年）から人口が減少に転じ

るとともに、高齢化も進行しており、この傾向は今後も続く見通しであることから、人口減少・

高齢化に対応した「持続可能なまち」をつくるための取組みが喫緊の課題となっています。 

そのため、本町では、第６次寄居町総合振興計画や寄居町まち・ひと・しごと創生総合戦略

等により、基本的な課題である「持続可能なまち」を目指し、町民が社会変化に柔軟に対応し

た働き方や暮らし方を選択し、住み続けられる魅力あるまちを形成するための施策を展開して

います。 

そこで、「持続可能なまち」を目指すため、各地域の特性を活かした計画的な土地利用を進め

るなかで、これまでの拡大型の市街地整備を転換し、都市計画上で市街化を目的とする用途地

域を定めた寄居駅及び男衾駅周辺に居住を誘導する環境を整備し、町内の各地域を交通で結ぶ、

コンパクトシティ・プラス・ネットワーク型のまちづくりを推進するため、2018 年（平成 30

年）本計画を定めました。 

本計画では、中心市街地活性化や地方創生の取組みと連携しつつ、「寄居駅周辺」、「男衾駅周

辺」を中心とした地域への居住及び都市機能を緩やかに誘導し、２つの地域を本町の核として

強化することにより、町民の生活サービス水準の維持や本町の活力向上につながるまちづくり

を推進します。 

さらに、2020 年（令和 2 年）6 月、都市再生特別措置法が改正され、近年の自然災害の頻

発化・激甚化等を踏まえて、立地適正化計画の新たな記載事項として「防災指針」が位置づけ

られたことから、本計画の改訂を行い、「防災指針」を定めました。 
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２．立地適正化計画とは 

立地適正化計画は、都市全体の観点から居住機能や都市機能の立地、公共交通の充実に関す

る包括的なマスタープランであり、都市再生特別措置法で「居住誘導区域」、「都市機能誘導区

域」、「誘導施設」を必須事項として定めることとされています。計画の概要を以下に示します。 

 

  立地適正化計画 

都市再生特別措置法第 81 条に基づく

計画であり、都市全体の観点から居住機

能や都市機能の立地、公共交通の充実に

関する包括的なマスタープラン。 

「居住誘導区域」、「都市機能誘導区

域」、「誘導施設」を必須事項として設定す

る。 

居住誘導区域 
 一定エリアにおいて人口密度を維持し、生活

サービスやコミュニティが持続的に確保される

よう誘導すべき区域。 

居住誘導区域の中に都市機能誘導区域を設定

する。 

都市機能誘導区域 
 

医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生

活拠点に誘導、集約し、各種サービスの効率的な提供を

図る区域。 

誘導施設 
 

都市機能誘導区域ごとに、立地を誘導すべき都市

機能増進施設を定める。具体的には、病院・診療所、

デイサービスセンター、幼稚園、小学校、図書館、博

物館、スーパーマーケット等。 

誘導施設がない場合には、都市機能誘導区域は設

定できない。 

居住誘導区域外のエリア 

必要に応じて、以下のような区域設定等が可能。 

◇居住調整地域：住宅地化を抑制するために定める区域（市街化調整区域での指定はできない） 

◇跡地等管理区域：跡地等の適正な管理(雑草の繁茂等の防止)を必要とする区域及び跡地等の

管理に係る指針を定め、協定を締結できる 

※「都市再生特別措置法」に基づく立地適正化計画概要、立地適正化計画作成の手引き（国土交通省）をもとに作成 
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３．計画の位置付け 

本計画は、都市全体の観点から、居住機能や医療・福祉・商業等の都市機能の立地、公共交

通の充実等に関する包括的なマスタープランとして作成するものです。 

そのため、上位計画である埼玉県の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針や、寄居町の

第６次総合振興計画等に即するとともに、関連する各種計画と調和が保たれる必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．計画期間 

本計画の計画期間は、計画策定後から概ね 20 年後の 2037 年度（令和 19 年度）とします。 

ただし、本計画に基づく都市機能や居住の誘導は、長期的な視点のもと取り組む必要がある

ことから、将来の人口見通しについては、計画期間以降を含めた分析を行います。 

また、概ね５年を目安に、計画実施による効果の検証や計画内容の見直し・変更を行います。 

 

  
計画期間 ： 2018 年度 ～ 2037 年度 

       （平成 30 年度～令和 19 年度） 

埼玉県 

『寄居都市計画 都市計画区域

の整備、開発及び保全の方針』 

寄居町 都市計画マスタープラン 

寄居町 

『第６次寄居町総合振興計画』 
『寄居町人口ビジョン』 

『寄居町まち・ひと・しごと創生総合戦略』 

寄居町立地適正化計画 

各種分野別計画 

公共施設再編 

防 災 

地域公共交通 

福 祉 環境・エネルギー 

地域防災計画 国土強靭化地域計画 

防災指針 
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５．計画区域 

本計画の区域は、都市全体を見渡す観点から本町全域を対象としますが、都市機能誘導区域、

居住誘導区域は用途地域内に設定します。 
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第２章 現状及び将来見通しに基づく課題整理 

計画の基本方針を定めるにあたり、以下の視点で現状及び将来人口見通しに基づく都市構造

上の課題を整理します。 

１．人口動向 

２．公共交通の状況 

３．都市機能の立地状況 

４．土地利用・都市基盤整備の状況 

５．災害上危険な地域の分布状況 

６．財政状況 

 

１．人口動向から見た課題 

（１）総人口及び年齢３区分別人口の推移 

・国勢調査では、本町の人口は 2000 年（平成 12 年）の 37,716 人をピークに減少に転

じ、2010 年（平成 22 年）には 35,773 人となりました。（2015 年（平成 27 年）国

勢調査の人口では 34,081 人） 

・国立社会保障・人口問題研究所（以下、社人研とする）の人口推計によると、今後も人口減

少は続き、2040 年（令和 22 年）の人口は 23,580 人と推計されており、2015 年（平

成 27 年）から 10,501 人（約３割）減少することが見通されています。 

・年齢３区分別人口を見ると、2010 年（平成 22 年）には年少人口が 4,338 人（12.1％）、

生産年齢人口が 22,766 人（63.6％）、老年人口が 8,669 人（24.2％）となっており、

今後は年少人口・生産年齢人口の大幅な減少と老年人口の増加が見込まれています。 

 

 

 
 

 

  

年齢３区分別人口の推移 

出典）2015 年まで国勢調査、2020 年以降社人研ホームページ 
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※人口集中地区(DID) 
人口密度約 40 人/ha 以上の国勢調査基本単位区がいくつか隣接し、合わせて人口 5,000 人以上
を有する地域。 

（２）人口集中地区（ＤＩＤ）※の変遷 

・人口集中地区は、1965 年（昭和 40 年）から 2005 年（平成 17 年）まで寄居駅周辺に

該当区域がありました。 

・人口集中地区の人口は、1980 年（昭和 55 年）の 5,960 人が最も多く、総人口の 20.9％

を占めていました。面積は 1990 年（平成２年）から 1995 年（平成７年）が最も広く、

1.6km2 が該当区域となっていました。 

・人口集中地区の人口密度は 1965 年（昭和 40 年）が最も高く、83.3 人/ha でしたが、

以降面積の広がりとともに低下し、1980 年（昭和 55 年）には 40 人/ha を下回りまし

た。1980 年以降も徐々に低下し、2010 年（平成 22 年）に人口集中地区は消滅してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

人口集中地区（ＤＩＤ）の変遷 

1965 年 1980 年 

1995 年 2005 年 

出典）国土数値情報  

年次 
DID 人口 

(人） 
面積 
(ｋ㎡） 

総人口に占める 
DID 人口割合 

（％） 

全域に占める 
DID 面積割合 

（％） 

DID 人口密
度 

（人/ha） 

1965 年（S40） 5,000 0.6 19.8 0.9 83.3 

1970 年（S45） 5,431 0.9 21.6 1.4 60.3 

1975 年（S50） 5,074 1.0 19.6 1.6 50.7 

1980 年（S55） 5,960 1.5 20.9 2.3 39.7 

1985 年（S60） 5,811 1.5 18.3 2.3 38.7 

1990 年（H 2） 5,850 1.60 17.4 2.5 36.6 

1995 年（H 7） 5,639 1.60 15.3 2.5 35.2 

2000 年（H12） 5,378 1.58 14.3 2.5 33.6 

2005 年（H17） 5,296 1.54 14.3 2.4 35.3 
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（３）500ｍメッシュにおける人口特性 

①2015 年（平成 27 年）の人口分布 

・2015 年（平成 27 年）の人口分布の状況を見ると、主に寄居駅・男衾駅周辺の用途地域

内や、桜沢・鉢形・用土駅周辺等に人口の集中するエリアが存在しています。 

 

②2040 年（令和 22 年）の人口分布 

・2040 年（令和 22 年）の人口分布の状況を見ると、全町的な人口減少に伴い、400 人以

上を示すエリアや 200 人以上を示すエリアも少なくなり、寄居駅周辺用途地域内の南側、

用土駅周辺、桜沢駅周辺では 200 人を下回る推計となっています。 

 

2015 年人口分布図 

出典）国勢調査  

2040 年人口分布図 

出典）国勢調査、社人研係数を基に推計  
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③2015 年（平成 27 年）の人口密度 

・2015 年（平成 27 年）の人口密度の状況を見ると、寄居駅・男衾駅周辺用途地域内や鉢

形駅周辺、桜沢駅北側等が他の地域と比べて高くなっていますが、40 人/ha を超えるエ

リアはありません。 

 

④2040 年（令和 22 年）の人口密度 

・2040 年（令和 22 年）の人口分布の状況を見ると、2015 年と比較し全町的に人口密度

が低下し、寄居駅周辺においても 20 人/ha を下回る地域が多い推計となっています。20

人/ha を超える地域は寄居駅北側のみとなる見通しです。 

 

出典）国勢調査  

2040 年人口密度図 

出典）国勢調査、社人研係数を基に推計  

 

2015 年人口密度図 
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⑤2015 年（平成 27 年）の高齢化率 

・2015 年（平成 27 年）における町全体での高齢化率は 29.3％ですが、高齢化率が 30％

を超えるエリアが、用途地域を含む町全域に点在しています。 

 

⑥2015 年（平成 27 年）から 2040 年（令和 22 年）の人口増減 

・2015 年（平成 27 年）人口において人口の集中するエリアを中心にほぼ全域で人口が減

少し、特に寄居駅周辺用途地域内で減少幅が大きいことが見込まれています。 

 

 

 

2015 年高齢化率状況図 

出典）国勢調査  

2015 年から 2040 年の 

人口増減図 

出典）国勢調査、社人研係数を基に推計  
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⑦2015 年（平成 27 年）から 2040 年（令和 22 年）の老年人口増減 

・老年人口が増加する見通しであるエリアは、2015 年（平成 27 年）の人口の集中するエ

リアと概ね一致しています。また、桜沢駅北側、鉢形駅の南北で増加幅の大きいエリアが

見られます。 

・多くのエリアで老年人口が増加見通しのなか、寄居駅南側については、人口減少の第二段

階（総人口のうち老年人口も減少）になる見通しとなっています。 

 

 

≪人口減少の段階≫ 

 

 

  

■第一段階 

 地域内の人口は減少しているが、老

年人口は増加している段階。 

⇒町内の大部分がこの段階 

■第二段階 

 地域内の人口のうち高齢者数も減少

する段階。 

⇒寄居駅周辺等はこの段階 

2015 年から 2040 年の 

老年人口増減図 

出典）国勢調査、社人研係数を基に推計  
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※スプロール化 
既成市街地周辺の田園や山林地域に、市街地が虫食い状に拡大する現象。 

（４）戸建住宅の新築着工件数の推移 

・戸建住宅の新築着工件数は、用途地域内よりも用途地域外が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）2022 年度都市計画基礎調査 

 

 

■人口動向から見た課題 

・人口集中地区は、寄居駅周辺用途地域に 2005 年（平成 17 年）まで指定されていたが、

2010 年（平成 22 年）には消滅しており、市街地の人口密度が低下。 

・人口の将来推計では、本町の中心市街地である寄居駅周辺用途地域の周辺で大幅に人口が

減少。 

・全町的に高齢化が進行し、寄居駅周辺では、人口減少の第二段階になる見通し。 

・戸建住宅の新築着工件数では用途地域外が高い比率を占め、居住エリアの拡大が進行。 

・市街地での人口減少による生活サービス等における中心的都市機能の低下が懸念される。 

 

⇒本町の２つの核である寄居駅・男衾駅周辺用途地域内における、人口減少対策が必要

である。（用途地域内への人口集積により、本町の拠点としての維持を図る必要がある） 

⇒高齢者等が暮らし続けられる、駅周辺等で歩いて暮らせるまちづくりが必要である。 

⇒用途地域に近接し、一定の人口集積が見られる桜沢駅及び鉢形駅周辺での居住を許容

しつつも、用途地域外へのスプロール化※については一定の抑制が必要である。 

  

戸建住宅の新築着工件数 

45 45

33 34
44
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２．公共交通の状況から見た課題 

・町内には JR 八高線、東武東上線、秩父鉄道線の３路線、９駅が立地しており、寄居駅に各路

線が乗り入れています。 

・基幹的公共交通路線（１日あたり片道 30 本以上の運行路線）の要件を満たすのは、東武東

上線、秩父鉄道線のみとなっています。JR 八高線は、基幹的公共交通路線には該当しません

が、片道 15 本/日の運行があり、一定のサービス水準が確保されています。 

・2021 年（令和３年）の各路線の乗降客数は、東武東上線が約 172 万人、秩父鉄道線が約 94

万人、JR 八高線が約９万人（寄居駅・乗客のみ）となっており、近年の利用者数は減少傾向に

あります。 

・路線バスは、県北都市間路線バス（深谷市方面、本庄市方面）と東秩父村路線バスが運行し

ており、利用者数は減少傾向にあります。また運行本数が少なく、鉄道との連携も弱い状況

です。 

・これらの公共交通は、現状において人口密度が高い地域を概ねカバーする形で運行されてお

り、2015 年（平成 27 年）における徒歩利用圏域※内のカバー人口（人口カバー率）は、

18,998 人（55.7％）となっていますが、人口減少に伴い利用者数が減少し、サービス水準

の低下につながることが懸念されます。 

※徒歩利用圏域：都市構造の評価に関するハンドブック（国土交通省）を参考に、鉄道駅か

らは一般的な徒歩圏 800ｍ、バス停からは 300ｍと設定。 

（P13 公共交通路線と 2015 年から 2040 年の人口増減の重ね図参照） 

・本町では、鉄道、路線バスを補完する、デマンドタクシーを運行しています。2022 年（令和４

年）３月末時点での登録者数は 4,059 人で、60 歳代以上が全体の 4 分の 3 を占めています。 

 

 

 

 

 

 

■公共交通の状況から見た課題 

・利用者数の減少による、鉄道及び路線バスのサービス水準の低下（運行本数の減少等）

が懸念される。 

・公共交通の維持に要する財政的な負担の増加が懸念される。 

・居住地の拡大による公共交通利用圏外の高齢者等の交通弱者の増加。 

 

⇒今後も鉄道を公共交通の軸として、町内の公共交通網の形成を図る必要があり、

そのためにも駅周辺における都市機能の充実や居住の誘導により、運行サービス

の維持・充実に繋げていくことが必要である。 

⇒鉄道を補完し、高齢者等の交通弱者の移動を支える路線バス、デマンドタクシー

の維持・充実等、公共交通の総合的な対策が必要である。 

  

■2015 年の人口分布に基づく公共交

通の徒歩圏人口（カバー率） 

18,998 人（55.7％） 

■2040 年の人口推計に基づく公共交

通の徒歩圏人口（カバー率） 

14,228 人（60.3％） 
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 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

合計 4,321,103 4,203,583 4,190,444 4,200,331 3,988,558 2,752,139 

東武東上線 

寄居駅 1,479,841 1,417,362 1,417,852 1,418,978 1,398,110 875,576 

玉淀駅 214,625 206,122 192,018 198,950 216,534 143,975 

鉢形駅 394,593 405,296 389,678 376,178 353,777 245,080 

男衾駅 648,306 622,399 609,748 624,283 617,078 432,799 

みなみ 

寄居駅 

― ― ― ― ― 18,207 

計 2,737,365 2,651,179 2,609,296 2,618,389 2,585,499 1,715,637 

秩父鉄道線 

寄居駅 1,059,120 1,038,020 1,020,232 1,017,118 979,965 643,038 

桜沢駅 277,788 275,949 327,024 335,107 332,213 238,410 

波久礼駅 87,269 84,452 87,479 82,756 80,356 60,884 

計 1,424,177 1,398,421 1,434,735 1,434,981 1,392,534 942,332 

JR八高線 

※乗客数のみ 

寄居駅 159,561 153,983 146,413 146,961 140,525 94,170 

折原駅 ― ― ― ― ― ― 

用土駅 ― ― ― ― ― ― 

計 159,561 153,983 146,413 146,961 140,525 94,170 

 

 
 
 

  2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

県北都市間 

路線バス 

深谷駅・寄居車庫線 13,799 12,194 11,706 10,797 9,281 8,648 

本庄駅南口・寄居車庫線 11,974 11,372 11,715 12,451 10,748 8,962 

東秩父村路線バス 10,870 11,057 9,912 8,397 5,289 6,169 

合計 36,643 34,623 33,333 31,645 25,318 23,779 

 
 
  

鉄道駅別 乗降客数の推移 

バス年間利用者数 

出典）県北都市間路線バス：寄居町データ 前年 10 月～９月の利用者数 

東秩父村路線バス：東秩父村資料 

（人） 

（人） 

出典）埼玉県統計年鑑 

※ ― は数値の提供が得られないもの 

※JR 八高線の 2020 年以降の乗客数は、日平均乗車人数に年間日数を乗じたものを記載 
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３．都市機能の立地状況から見た課題 

町民の暮らしに不可欠な、主な生活サービス施設として医療施設・福祉施設・商業施設につ

いて、その立地状況と徒歩利用圏域※を示します。 

※徒歩利用圏域：都市構造の評価に関するハンドブック（国土交通省）を参考に、各施設か

らの一般的な徒歩圏を 800ｍと設定。 

 

（１）医療施設 

・医療施設（病院又は内科・外科のいずれかを含む診療所）は、寄居駅、男衾駅、用土駅周辺

を中心に立地しているほか、町内に分散しています。2015 年（平成 27 年）の人口分布

に基づく徒歩圏カバー率は約６割となっています。 

（P17 医療施設立地状況図参照） 

・人口推計に基づく徒歩圏人口は大きく減少しており、この傾向で進んでいくと利用者の減

少により、施設維持が困難になることが懸念されます。 

 

 

 

 

 

（２）福祉施設 

・福祉施設（高齢者向け通所・訪問・短期入所施設）は、町内に広く立地しており 2015 年

（平成 27 年）の人口分布に基づく徒歩圏高齢者人口カバー率は７割を超えています。 

（P18 福祉施設立地状況図参照） 

・人口推計に基づく徒歩圏高齢者人口、カバー率を見ると、高齢者人口の増加により徒歩圏

高齢者人口・カバー率ともに微増しており、利用状況に応じた施設の維持やサービスの充

実が必要となります。 

 

 

 

 

 

（３）商業施設 

・スーパーマーケット（売り場面積が 1,000 ㎡以上）は、町内に４施設が立地しており、主

に自動車での来店を前提とした立地となっています。2015 年（平成 27 年）の人口分布

に基づく徒歩圏カバー率は約３割となっています。 

・食料品や日用品等を取り扱うコンビニエンスストアやドラッグストア等により、現在の居住者

の一定の生活利便性が確保されています。 

（P19 商業施設立地状況図参照） 

■2015 年の人口分布に基づく 

医療施設の徒歩圏人口（カバー率） 

21,479 人（63.0％） 

■2040 年の人口推計に基づく 

医療施設の徒歩圏人口（カバー率） 

15,761 人（66.8％） 

■2015 年の高齢者人口分布に基づく 

福祉施設の徒歩圏高齢者人口（カバー率）

7,580 人（75.7％） 

■2040 年の高齢者人口推計に基づく 

福祉施設の徒歩圏高齢者人口（カバー率）

8,448 人（79.8％） 
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・現状において商業施設の利便性の高いエリアの大部分で将来的には人口が減少する見通し

であり、利用者数の減少による商業サービス水準の低下が懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）日常生活サービス圏 

・日常生活サービス圏とは、医療施設（病院又は内科・外科のいずれかを含む診療所）、福祉

施設（高齢者向け通所・訪問・短期入所施設）、商業施設（スーパーマーケット）及び基幹

的公共交通路線の全ての徒歩圏が重複する、利便性の高いエリアのことです。 

・医療施設・福祉施設は町内に広く立地していますが、商業施設が少なく、また基幹的公共

交通路線の対象が東武東上線、秩父鉄道線のみであるため、日常生活サービス圏は狭いエ

リアとなっています。 

・日常生活サービス圏には、寄居駅・男衾駅周辺用途地域が概ね含まれているほか、桜沢駅

周辺も含まれています。 

・将来的な人口減少に伴い、現状の日常生活サービス圏における利便性の低下や圏域の喪失

も懸念されます。 

（P20 日常生活サービス圏分布図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

■都市機能の立地状況から見た課題 

・人口減少に伴う公共交通及び医療・福祉・商業施設等の利用者数の減少により、施設・サー

ビスの縮小等の将来的な生活サービス機能の低下が懸念される。 

⇒寄居駅周辺用途地域内における都市機能の維持を図り、人口の誘導と合わせて、

本町の拠点となる中心市街地における賑わいの創出を図る必要がある。 

⇒男衾駅周辺用途地域内への都市機能の集積・維持を図り、歩いて利用できる日常

生活サービス機能の充実を図る必要がある。 

⇒用途地域外において一定の人口及び都市機能の集積が見られる桜沢駅や鉢形駅周

辺については、周辺住民の日常生活の利便性を今後も確保できるよう、生活サー

ビス施設の維持を図る必要がある。  

■2015 年の人口分布に基づく 

商業施設の徒歩圏人口（カバー率） 

スーパーマーケットのみ 

11,313 人（33.2％） 

コンビニ等を含む 

23,758 人（69.7％） 

■2040 年の人口推計に基づく 

商業施設の徒歩圏人口（カバー率） 

スーパーマーケットのみ 

8,273 人（35.1％） 

コンビニ等を含む 

17,562 人（74.4％） 

■2015 年の人口分布に基づく日常 

生活サービス圏内の人口（カバー率） 

8,114 人（23.8％） 

■2040 年の人口推計に基づく日常 

生活サービス圏内の人口（カバー率） 

5,435 人（23.0％） 
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４．土地利用・都市基盤整備の状況から見た課題 

（１）用途地域指定状況 

・2023 年（令和４年）現在の用途地域の面積は 540.4ha であり、行政面積 6,425ha に対

し、8.4％となっています。面積割合が１割に満たない用途地域内に、町人口の約２割が居住

しています。 

・用途地域の指定地域は、寄居駅周辺、男衾駅周辺、富田谷津地区等周辺の３箇所で、富田

谷津地区等周辺は工業専用地域です。 

・用途地域指定のない地域は、建ぺい率 60％、容積率 200％が指定されています。 

（P22 用途地域指定状況図参照） 

 

（２）土地利用状況 

・2022 年度（令和２年度）都市計画基礎調査によると、本町の土地利用は、自然的土地利

用が 4,370.3ha と 68.0％を占め、そのうち、農地が 23.7％、山林や水面等が 42.6％

となっています。 

・都市的土地利用のうち住宅用地に商業用地、工業用地を合わせた宅地は、1,021.9ha で全

体の 15.9％です。そのうち、住宅用地の面積は、用途地域内が 115.6ha（1.8％）、用途

地域外が 541.7ha（8.4％）で、用途地域外は用途地域内の面積の約 5 倍となっており、

住宅地が用途地域外に分散しています。 

・未利用地を含むその他空地としては、用途地域内では約 21.7ha の未利用地が見られます

が、まとまりのある一団の土地ではなく、小規模な未利用地が点在しています。 

・男衾駅周辺用途地域内には、多くの農地が分布しています。 

（P23 土地利用現況図参照） 

 

（３）都市基盤整備状況 

・本町では、業務代行方式の土地区画整理事業による市街地開発を実施しています。 

・都市基盤として、都市計画道路や公園の整備等を進めていますが、これらが整備された周

辺の地域においても人口減少の見通しとなっています。 

（P24 都市基盤整備状況と 2015 年から 2040 年の人口増減の重ね図参照） 

 

■土地利用・都市基盤整備の状況から見た課題 

・寄居駅・男衾駅周辺の 2 箇所の用途指定地域は、町民の暮らしの中心として重要な地域で

あり、同地域の活力の低下が町全体の活力に対する影響することが懸念される。 

・都市計画道路や公園等が整備された地域においても人口が減少する見通しであり、整備済

みインフラが有効に活用されなくなることが懸念される。 

 

⇒本町の中心市街地を形成する寄居駅周辺、駅周辺のまちづくりが期待される男衾駅周

辺は、町内の限られた用途地域として、市街地形成を図っていくことが必要である。 

⇒整備済インフラの有効活用を念頭に置き、住環境が整った地域への居住を誘導す

ることが必要である。 
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５．災害上危険な地域の分布状況から見た課題 

・町内では、浸水想定区域が河川・ため池周辺に指定されており、浸水深 3.0m 以上の箇所も

見られます。 

・町西部及び南部の山間部に土砂災害の発生するおそれのある箇所が多く、用途地域内やその

周辺においても土砂災害（特別）警戒区域が点在しています。 

・詳細は第８章の防災指針で分析しています。 

 

 

■災害上危険な地域の分布状況から見た課題 

・寄居駅周辺用途地域内の一部や山間部の多くで、災害時の危険箇所が分布し、こうした

危険箇所には一定の居住者が存在していることから、災害時の被害発生が懸念される。 

⇒災害リスクを有する箇所にも一定の居住者が存在しているため、ソフト・ハード

両面からの対策を検討しつつ、安全なまちなかへの居住を誘導していくことが必

要である。 
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６．財政状況から見た課題 

・2010 年度（平成 22 年度）と 2020 年度（令和 2 年度）の歳入・歳出を比較すると、歳
入は歳入のうち最も大きな割合を占める町税については、大規模事業所の立地等の影響もあ
り、50 億円に増収となっています。しかしながら、今後は、高齢化の進行と生産年齢人口の

減少等を踏まえると、町税の大幅な増加は期待できず、今後、財源の確保が困難になること
が想定されます。 

・歳出を見ると目的別歳出では民生費が、性質別歳出では扶助費が増加しており、今後の高齢

化の進行に伴い、この傾向は続くものと想定されます。また、普通建設事業等に支出された
投資的経費も増加しています。 

・新型コロナウイルス感染症の影響により、歳入における国・県支出金、性質別歳出における

補助費等、目的別歳出における総務費が大幅に増加しており、今後の動向に注視が必要です。 
・今後は、改修や建替えの時期を迎える公共施設やインフラ資産の整備費等のさらなる支出増

大が想定されます。 

 

（１）歳入 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

（２）歳出 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

[2010 年度] 歳入総額 107.3 億円 [2020 年度] 歳入総額 160.3 億円 

[2020 年度] 歳出総額 153.9 億円 [2010 年度] 歳出総額 102.3 億

○性質別歳出 

出典）市町村決算カード（総務省） 
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■財政状況から見た課題 

・社会保障等に要する扶助費の増加と公共施設が更新時期を迎えることによる財政的負担の

増加が懸念される。 

 

⇒財政構造の変化に耐え得る計画的なまちづくり（計画的な公共施設の更新・統廃

合・長寿命化、既存の都市インフラの有効活用等）が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○目的別歳出 

出典）市町村決算カード（総務省） 
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第３章 本計画の基本方針 

１．まちづくり方針及び施策・誘導の方針 

第２章で把握した本町の課題や上位計画等を踏まえ、本町の課題を解消し、持続可能なまち

の形成に向けたまちづくり方針（ターゲット）を設定します。 

 

■人口動向から見た課題 

 本町の核である寄居駅・男衾駅周辺

用途地域での人口減少の抑制 

 高齢者等が暮らし続けられる、駅周

辺等で歩いて暮らせるまちづくり 

 用途地域に近接した箇所での居住環

境の許容 
 

■公共交通の状況から見た課題 

 鉄道を軸とした公共交通網の形成と

運行サービスの維持・充実 

 交通弱者の移動を支える手段の確保

等、総合的な公共交通対策の実施 
 

■都市機能の立地状況から見た課題 

 寄居駅周辺における都市機能の維持

による、本町の拠点としての賑わい

の創出 

 男衾駅周辺への都市機能の集積によ

る、日常生活サービス機能の充実 

 桜沢駅・鉢形駅周辺での日常生活の

利便性の確保 
 

■土地利用・都市基盤整備の状況から

見た課題 

 寄居駅・男衾駅周辺用途地域内での

市街地形成 

 整備済インフラを有効活用した居住

誘導 
 

■災害上危険な地域の分布状況から見

た課題 

 ソフト・ハード両面からの対策を踏

まえた安全なまちなかへの居住誘導 
 

■財政状況から見た課題 

 財政構造の変化に耐え得る計画的な

まちづくり 

  

【方針１】 

寄居駅周辺における、 

本町の中心地としての拠点性の向上 
 

寄居駅周辺は、本町の中心地として、未

利用地等を有効に活用しながら、必要な都

市機能の維持や賑わいの創出を図ることで

まちの魅力を高め、併せて居住誘導に寄与

する支援等を推進することで、拠点性の向上
を目指します。 

【方針２】 

男衾駅周辺における、 

生活利便性の向上 
 

男衾駅周辺は、駅周辺での道路等インフ

ラ整備を推進することで良好な街なみの形

成を図りつつ、日常生活に必要となる都市機

能の立地誘導を促進しながら、暮らしやすい
拠点の形成を目指します。 

【方針３】 

その他の地域の住環境の保全 
 

用途地域外については、将来的な寄居駅

及び男衾駅周辺への居住誘導を見据えつつ

も、現居住者の日常生活の利便性の維持に

努めていきながら、ゆとりある住環境の形成を
目指します。 

【本町の課題】 【まちづくり方針（ターゲット）】 
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本計画における３つのまちづくり方針について、それぞれの課題解決のための施策・誘導の

方針（ストーリー）を設定します。 

 

 

 

 

 

 

■ 課題解決のための施策・誘導の方針（ストーリー） 

 

１－１．居住人口の流入促進のための積極的な支援 

中心地としての賑わいとともに各種の都市機能や商店街の立地を支える人口密度を

確保するため、本町独自の住み替え支援を実施して、居住人口の流入促進を図ってい

きます。 

１－２．まちなかにおける安心・安全な住環境の形成 

寄居駅周辺に居住を誘導するうえで、安心・安全な住環境を提供していけるよう、耐

震化・不燃化等の対策を推進することにより、防災体制の強化を図っていきます。 

１－３．駅南側を中心とした既存ストックを活用した賑わいの創出 

寄居駅南口周辺の更なる集客性や滞留性・回遊性の向上を図るため、駅前拠点施設や

空き店舗、施設跡地等の活用、散策ルート・誘導サインの整備により、賑わいの創出を

図っていきます。 

１－４．公共交通を軸とした歩いて暮らせる環境整備 

寄居駅の拠点性の向上を図るため、周辺環境を整備することで、交通結節点としての

機能の強化を進めつつ、鉄道を補完する移動手段として、路線バスや愛のりタクシー

の維持・充実を図っていきます。 

また、寄居駅周辺において、子どもや高齢者等の様々な方が、不自由なく安心して歩

いて生活できる環境の整備を図っていきます。 

 

  

【方針１】 寄居駅周辺における、本町の中心地としての拠点性の向上 
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■ 課題解決のための施策・誘導の方針（ストーリー） 

 

２－１．居住人口の流入促進のための積極的な支援 

寄居駅周辺とともに、男衾駅周辺についても、駅周辺の利便性の高いエリアにおい

て、各種の都市機能の立地を支える人口密度を確保するため本町独自の住み替え支援

を実施して、居住人口の流入促進を図っていきます。 

２－２．まちなかにおける安心・安全な住環境の形成 

男衾駅周辺に居住を誘導するうえで、安心・安全な住環境を提供していけるよう、耐

震化・不燃化等の対策を推進することにより、防災体制の強化を図っていきます。 

２－３．良好な住環境整備の推進 

今後も男衾駅周辺を居住地として選んでもらい、流入人口が増加するよう、道路や下

水道等の基盤整備を推進し、良好な住環境の形成に努めていきます。 

また、商業施設等が立地している一方で、子育て・金融機能等、日常生活の利便性を

高める上で必要となる都市機能が不足しているため、それら施設の立地誘導を図って

いきます。 

２－４．公共交通を軸とした歩いて暮らせる環境整備 

男衾駅の拠点性の向上を図るため、周辺環境を整備することで、交通結節点としての

機能の強化を進めつつ、鉄道を補完する移動手段として、愛のりタクシーの維持・充実

を図っていきます。 

 

  

【方針２】 男衾駅周辺における、生活利便性の向上 
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■ 課題解決のための施策・誘導の方針（ストーリー） 

 

３－１．寄居駅及び男衾駅周辺への居住誘導 

人口減少下において持続可能なまちづくりを進めるために、寄居駅及び男衾駅周辺

（以下「両拠点」）への住み替えにおける支援等を行いながら、両拠点への居住誘導を

促進していきます。 

３－２．日常生活を支える必要な都市機能の維持 

用途地域外の現在の居住者の一定の生活利便性を確保するため、特に、人口集積が見

られる桜沢駅や鉢形駅周辺等においては、周辺住民の日常生活の利便性を確保するた

めの都市機能の維持を図っていきます。 

３－３．基礎的な住環境の保全 

用途地域外の現在の居住者の一定の生活利便性を確保するため、日常生活を送る上

で欠かせない基盤インフラ整備の推進や、郊外や山間部における主要な産業である農

林業の振興に向けた取組みを促進していきます。 

３－４．寄居駅及び男衾駅周辺に繋がる公共交通の維持 

本町では、鉄道の他、寄居駅と繋がる３本の路線バスがありますが、これらについて

は、拠点へのアクセスを確保するために必要な路線であるため、今後の人口減少と併

せた過度なサービス水準の低下を招くことのないよう、停留所の立地、利用者意識等

に対する調査も進めながら、沿線住民の利用促進策を検討していきます。 

併せて、それらの利用圏にない公共交通空白地域についても、愛のりタクシーの運行

維持による移動手段の確保を図っていきます。 

 

  

【方針３】 その他の地域の住環境の保全 
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２．本町が目指す都市の骨格構造 

（１）前提となる考え方 

上位計画である第６次総合振興計画、及び都市計画区域の整備、開発及び保全の方針では、

本町の都市構造について、以下の考え方が示されています。 

①第６次総合振興計画（土地利用の構想） （2022 年（令和４年）３月策定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ コンパクトな市街地を形成する地域   ～寄居駅・男衾駅周辺の地域～ 

寄居駅・男衾駅の周辺は、公共施設や公共交通（鉄道・バス等）の利用あるいは日常の買物

など、日常生活の利便性が高いまちを目指します。鉄道駅を中心に歩いて暮らせる範囲で住宅

地形成を誘導し、一定の居住密度を維持しながら、コンパクトな市街地を形成していきます。 

～中心市街地～ 

寄居駅周辺については、寄居町全体の活力の創造と広域交通・観光の拠点となる中心市街

地として充実した生活が送れ、歩きたくなる・歩いてお得なまちを目指します。 

２ 農と住の調和のある地域   ～鉄道駅周辺の生活サービスを維持する地域～ 

生活サービス機能を維持しつつ、寄居駅・男衾駅周辺への緩やかな居住誘導によりスプロー

ル化を抑制し、優良な農地と居住の調和を図ります。 
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３ 先端技術を生かした産業活動を展開する地域   ～南部の丘陵地域～ 

先進的な資源再生と技術開発に取り組む「彩の国資源循環工場」や高度な自動車生産技術を

確立し世界に展開する「本田技研工業株式会社埼玉製作所完成車工場」を中核として、周辺環

境との調和を図りつつ、産業活動や研究・開発、企業間連携、技術交流を展開する企業の集積

を維持・発展させていきます。 

４ 新たな産業・活力を育成する地域   ～関越自動車道へのアクセス性に優れた地域～ 

先端技術を有する産業の集積を生かし、町の新しい産業や活力を生み出す新たな企業の立地

や交流機能等を誘導するため、既存の工業用地に加え、男衾地区・寄居スマートインターチェ

ンジ周辺など関越自動車道へのアクセスに優れた地域において、受け皿となる土地利用を計画

的かつ段階的に推進し、都市基盤を整備していきます。 

５ 農業的利用を優先する地域   ～山の辺から裾野までの農業を振興する地域～ 

まとまった規模の優良農地の保全や集約化を図る一方で、遊休農地を活用して農業の新たな

活力を促進していきます。 

６ 水辺環境を保全･創造する地域   ～母なる川、荒川を中心とする荒川水系の地域～ 

野生生物の生息・生育にとって重要な水辺環境の保全や美しい景観の創造に努めるとともに、

「水の郷」にふさわしく、荒川及びその支流において様々な楽しみ方ができる空間として整備・

活用・維持管理を進めます。 

７ 森林の保全・利活用を優先する地域   ～美しい山並みを形成する山間地域～ 

林業を振興するとともに、森林が持つ多面的な機能を維持・増進させていきます。あわせて、

土砂災害などの危険箇所を踏まえた安全対策とともに、観光・体験・交流の場としての整備・

活用・維持管理を通じて、中山間地域の活性化を図ります。 

８ 観光・交流を重点的に振興する地域   ～おもてなしの舞台を充実する地域～ 

水と緑の美しい景観との調和を図り、水辺や森林、農村、歴史、文化など、地域それぞれの

特色にあわせた整備を行うとともに、荒川を軸とした観光拠点間のネットワーク化と回遊性の

向上を図ります。あわせて、広域的な観光・交流の拠点として、中心市街地の整備を進めます。 
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②都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（方針図） （2017 年（平成 29 年）３月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■都市づくりの基本理念 

○ コンパクトなまちの実現  

高齢者をはじめ誰もが安心・安全で歩いて暮らせるまちづくりを推進する。 

中心市街地に多様な都市機能の集積を図るとともに、まちなか居住を進める。  

また、地域から中心市街地や医療・福祉施設へのアクセス性を高め、生活環境の向上を図り、 

既存市街地の社会基盤を活かした「核」を維持する。  

公共交通の利用促進やみどりの創出などにより、低炭素社会の実現を図る。 

 ○ 地域の個性ある発展  

高速道路ネットワークの整備による波及効果を活かし、地域振興に結びつけるとともに、  

地域資源を活かしたコンセプトのあるまちづくりを進め、まちの個性を高める。 

 ○ 都市と自然・田園との共生  

郊外部に広がる豊かな田園環境を保全・活用する。 

■地域毎の市街地像 

中心拠点 

寄居駅の周辺は、環境との調和に配慮しながら、商業業務施設、公共施設、医療・福祉・ 

子育て支援施設など多様な都市機能を集積し、まちの顔となる拠点を形成する。 

生活拠点 

小前田駅、永田駅、男衾駅の周辺は、商業施設、公共施設、医療・福祉・子育て支援施設 

などが充実した地域生活を支える拠点を形成する。 

産業拠点 

三ヶ山地区や富田谷津地区は、産業を集積する拠点を形成する。 
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（２）将来都市構造 

本町の都市の骨格を形成する将来都市構造は、「拠点」、「軸」、「ゾーン」の三要素により構

成します。 

拠点 
町民の暮らしや来訪者の活動を支える多様な機能が集積し、多くの人

が集まる場所や交通結節点等の中心的な場所。 

軸 
広域都市間や町内の拠点を結び付け、人々の交流や円滑な移動を支え

る主要な道路・公共交通・河川等。 

ゾーン 市街地、産業地、自然地域等、大まかな土地利用の区分。 

 

①拠点の設定 

コンパクトプラスネットワーク型のまちづくりの核となり得る、各駅周辺の位置付けを踏ま

え、本計画における考え方を以下に整理します。 

各駅周辺の位置付け 

駅名 総合振興計画 整・開・保 本計画での考え方 

寄 居 

コンパクトな市街

地を形成する地域 

商業・業務拠点 本町の中心地として商業・業務をはじめと

する多様な機能を集積し、拠点性向上を図

る。 
玉 淀 生活拠点 

男 衾 生活拠点 

駅周辺の公共交通利便性の高い環境を活か

し、寄居駅周辺等との役割分担のもと、生活

利便性の向上を図る。 

鉢 形 

農と住の調和のあ

る地域 

— 

人口分布や市街地への近接性等を踏まえつ

つ、自然と調和した住環境形成を図る。 

桜 沢 — 

用 土 — 

波久礼 — 

折 原 — 

みなみ寄居 — 

 

≪立地適正化計画における拠点の位置付け≫ 

・上記考え方を踏まえ、本計画では、寄居駅・玉淀駅周辺を中心拠点、男衾駅周辺を地域拠点

として位置付け、誘導すべき都市機能や誘導施策の具体化を図ります。 

・また、鉢形駅、桜沢駅周辺は、用途地域外の他駅と比較すると、住宅が多く立地しているこ

とや、桜沢駅周辺では日常生活サービス圏も見られることから、周辺の居住者や駅利用者を

対象とした都市機能を確保するため、生活サービス拠点として位置付けます。 

 

寄居駅・玉淀駅周辺 中心拠点 

男衾駅周辺 地域拠点 

鉢形駅・桜沢駅周辺 生活サービス拠点 

 

 

都市機能誘導区域や誘導施設の

設定、誘導施策の展開により拠点

の具体化を図る。 

本計画では、拠点に求められる機能等の考え方を整理し、計画策定以降の具体化に繋げていきます。 
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ア．中心拠点 

・人口、都市機能が集積し、公共交通のアクセス性の高い寄居駅周辺を「中心拠点」に設定

します。 

・本町の中心として、都市機能の充実及び居住者を誘導し、中心市街地活性化の取組みとの

連携を図りつつ、コンパクトな中心市街地の形成を目指します。 

・鉄道、路線バスが乗り入れる寄居駅は、観光の玄関口でもあり、観光客等へのサービスを

提供する機能の確保を目指します。 

・関越自動車道花園インターチェンジと連絡する国道 140 号の中心拠点内の沿道は、交通

の利便性を活かした沿道利用の誘導を図ります。 

 

イ．地域拠点 

・一定の人口、都市機能が集積し、公共交通の利便性の高い男衾駅周辺を「地域拠点」に設

定します。 

・地域への日常的なサービスを提供する機能の維持・充実及び居住者を誘導し、コンパクト

な地域拠点の形成を図ります。 

 

ウ．生活サービス拠点 

・近隣の生活を支える拠点として、他地域と比べて人口密度の高い秩父鉄道線桜沢駅、東武

東上線鉢形駅周辺を「生活サービス拠点」に設定します。 

・近隣の住民の日常生活を支え、鉄道利用者、学生等へのサービスを提供する機能の確保を

目指します。 
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②軸の設定 

コンパクトシティ・プラス・ネットワークを実現するためには、拠点間や拠点と居住地をつ

なぐ鉄道や路線バスが重要であることから、以下の考え方のもと、公共交通軸を設定します。 

ア．公共交通軸 

・町内の東西、南北方向を結び、一定の運行水準が確保されている JR 八高線、東武東上

線、秩父鉄道線の鉄道路線と、路線バスを公共交通軸として位置付けます。 

・高齢者等を含む住民が徒歩と公共交通により生活を送れるよう、町内各地から各拠点への

公共交通サービスの維持・充実を図ります。東武東上線、秩父鉄道線は 1 日片道 30 本以

上の運行頻度であり、今後もその水準の維持のため、利用促進に努めます。 

・路線バスは、鉄道路線を補完する公共交通路線として重要ですが、町内の路線バス沿道は

人口密度が低く、運行本数も少ない状況です。今後、人口や都市機能の集約による拠点形

成と合わせ、路線バスの公共交通軸としての機能強化を進めていくこととします。 

 

 

③ゾーンの設定 

ゾーンは、第６次総合振興計画の土地利用の構想を踏襲し、以下のように設定します。 

総合振興計画 ゾーンの設定 

コンパクトな市街地を形成する地域 市街地居住ゾーン 

農と住の調和のある地域 農・住共存ゾーン 

農業的利用を優先する地域 農業ゾーン 

森林の保全・利活用を優先する地域 自然環境ゾーン 

（山林・河川等） 水辺環境を保全・創造する地域 

先端技術を活かした産業活動を展開する地域 産業ゾーン 

新たな産業・活力を育成する地域 産業・活力育成ゾーン 

 

ア．市街地居住ゾーン ＜コンパクトな市街地を形成する地域＞ 

・寄居駅及び男衾駅周辺を、「市街地居住ゾーン」とします。 

・駅周辺や利便性の高い公共交通沿線地域であり、人口密度の高い市街地として維持・形成

を図ります。 

・人口の集約を図るとともに、都市基盤の整備や不足している都市機能の充実を目指します。 

 

イ．農・住共存ゾーン ＜農と住の調和のある地域＞ 

・鉄道駅が立地し、現在も一定の人口が見られる地域を「農・住共存ゾーン」とします。 

・戸建住宅中心のゆとりある住宅地として、住環境の保全を図りながら、市街地居住ゾーン

への住み替えを促進し、無秩序な住宅地形成等による市街地拡大は抑制します。 
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ウ．農業ゾーン ＜農業的利用を優先する地域＞ 

・農地の広がる郊外部を「農業ゾーン」とします。 

・市街地居住ゾーンへの居住誘導を促すとともに、営農環境の保全に努めます。 

 

エ．自然環境ゾーン（山林・河川等） 

＜森林の保全・利活用を優先する地域、水辺環境を保全・創造する地域＞ 

・山林や水辺環境が広がる、自然環境の豊かな地域を「自然環境ゾーン」とします。 

・良好な自然環境の保全及び観光資源としての活用を図ります。 

・山林や農地のなかに住宅が点在しており、災害リスクの高い地域を中心に、安全なまちな

かへの居住誘導を推進します。 

 

オ．産業ゾーン 

＜先端技術を活かした産業活動を展開する地域＞ 

・工業専用地域の指定区域のほか、既に工場が立地している地域を「産業ゾーン」とします。 

・周辺に配慮しつつ既存産業の維持・活性化を図ります。 

 

カ．産業・活力育成ゾーン 

＜新たな産業・活力を育成する地域＞ 

・新たな企業の立地や交流機能等の誘導を図る地域を「産業・活力育成ゾーン」とします。 

・地域に活力を生む新たな企業の立地や交流機能等の誘導を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑豊かな住宅地での居住 非線引き白地地域等 
における農村住宅地 

駅周辺や利便性の高い 
公共交通沿線での居住 

 ⼈ ⼝ 密 度 低い ⾼い 
（自然環境ゾーン） （市街地居住ゾーン） （農業ゾーン） （農・住共存ゾーン） 

居住環境のイメージ 
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（３）将来都市構造図 
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第４章 居住誘導区域 

１．居住誘導区域の基本的な考え方 

（１）立地適正化計画作成の手引きに示される居住誘導区域の考え方 

居住誘導区域とは、人口減少のなかにあっても一定エリアにおいて人口密度を維持し、生活

サービスやコミュニティを持続していくために居住を誘導すべき区域のことであり、立地適正

化計画作成の手引き（2022 年（令和４年）４月改定 国土交通省）においては、望ましい区域

像として、以下のように記載されています。 

≪居住誘導区域の望ましい区域像≫ 

生活利便性が確保され

る区域 

・都市機能誘導区域となるべき中心拠点、地域／生活拠点の中心部

に徒歩、自転車、端末交通等を介して容易にアクセスすることの

できる区域 

・公共交通軸に存する駅、バス停の徒歩・自転車利用圏に存する区

域から構成される区域 

生活サービス機能の持

続的確保が可能な面積

範囲内の区域 

・区域内において、少なくとも現状における人口密度を維持するこ

とを基本に、医療、福祉、商業等の日常生活サービス機能の持続

的な確保が可能な人口密度水準が確保される面積範囲内の区域 

災害に対するリスクが

低い、あるいは今後低減

が見込まれる区域 

・土砂災害、津波災害、浸水被害等により甚大な被害を受ける危険

性が少ない区域 

・土地利用の実態等に照らし、工業系用途、都市農地、深刻な空き

家・空き地化が進行している郊外地域などには該当しない、居住

に適した区域 
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また、同手引きにおいて、法令で居住誘導区域を定めないこととする区域及び、都市計画運

用指針に基づき居住誘導区域の検討に当たって留意すべき区域について、以下のように記載さ

れています。 

居住誘導区域を定めない区域（都市再生特別措置法第 81 条第 19 号・同施行令第 30 条） 

区域の名称 根拠法令 該当※ 

市街化調整区域 都市計画法第７条第１項 × 

災害危険区域 

（住宅の建築が禁止されている区域）  
建築基準法第 39 条第１・２項 × 

農用地区域 農業振興地域の整備に関する法律第８条第２項第１号 × 

農地・採草放牧地 農地法第５条第２項第１号ロ × 

特別地域 自然公園法第 20 条第１項 × 

保安林の区域 森林法第 25 条・第 25 条の２ × 

原生自然環境保全地域・

特別地区 
自然環境保全法第 14 条第１項・第 25 条第１項 × 

保安林予定森林の区域・

保安施設地区・ 

同予定地区 

森林法第 30 条・第 30 条の２・第 41 条・第 44 条 × 

地すべり防止区域 地すべり等防止法第３条第１項 × 

急傾斜地崩壊危険区域 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第３条第１項 ○ 

土砂災害特別警戒区域 土砂災害防止対策の推進に関する法律第９条第１項 ○ 

浸水被害防止区域 特定都市河川浸水被害対策法第 56 条第１項 × 

 

原則として、居住誘導区域に含まないこととすべき区域（都市計画運用指針） 

区域の名称 根拠法令 該当※ 

津波災害特別警戒区域 津波防災地域づくりに関する法律第 72 条第１項 × 

災害危険区域 建築基準法第 39 条第１項 × 

 

総合的に勘案し、居住を誘導することが適当ではないと判断される場合は、 

原則として、居住誘導区域に含まないこととすべき区域（都市計画運用指針） 

区域の名称 根拠法令 該当※ 

土砂災害警戒区域 土砂災害防止対策の推進に関する法律第６条第１項 ○ 

津波災害警戒区域 津波防災地域づくりに関する法律第 53 条第１項 × 

洪水浸水想定区域 水防法第 14 条第１項 ○ 

津波浸水想定区域 津波防災地域づくりに関する法律第８条第１項 × 

都市浸水想定区域 特定都市河川浸水被害対策法第４条第４項 × 

※ ○：用途地域内に該当あり ×：用途地域内に該当なし 
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（２）本町における居住誘導区域の考え方 

前項の居住誘導区域の考え方を踏まえつつ、本町では用途地域が町面積の１割に満たず、現

にコンパクトな市街地が形成されていることを考慮し、以下の考え方に基づき居住誘導区域を

設定します。 

※住居系の用途地域ではない工業専用地域は設定対象外とします。 

 

  

居住誘導区域の設定 

居住誘導区域（仮設定） 

 

 

法令で居住誘導区域を定めない区域を居住誘導区域から除外する。 

また、都市計画運用指針に基づき居住誘導区域の検討に当たって留意すべき区域につい

て、災害リスク、警戒避難体制の整備状況、災害を防止し、又は軽減するための施設の整備

状況や整備の見込み等を総合的に勘案し、除外すべき区域を定める。 

 

寄居駅周辺用途地域   男衾駅周辺用途地域 

 

 

 

各種都市機能が立地する

中心拠点及び地域拠点への

アクセスが容易な公共交通

の利便性が高い区域は、生活

利便性が高いと考え、居住誘

導区域に設定する。 

 

 

 

生 活 利 便 性 の 高 い 生 活

サービス施設の徒歩圏につ

いては、一定の人口確保によ

り、今後もサービス水準の維

持を図るため、居住誘導区域

に設定する。 

 

 

 

都市計画道路の沿線や公園

周辺等は、便利で快適な居住環

境が形成された地域と捉え、そ

れら整備済のインフラを有効

に活用する観点から、居住誘導

区域に設定する。 

①～③のいずれかに該当する区域 

①公共交通の利便

性が高い区域 

②生活サービス機能

が充実した区域 

③良好な住環境が整

備された区域 

居住誘導区域から除外すべき区域 
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２．居住誘導区域の設定 

（１）居住誘導区域に仮設定する区域 

①公共交通の利便性が高い区域 

中心拠点の中心である寄居駅、地域拠点の中心である男衾駅に徒歩で移動できる範囲として、

基幹的公共交通路線である秩父鉄道線、東武東上線の駅からの一般徒歩圏（半径 800m）を対象

区域とします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

②生活サービス機能が充実した区域 

現況分析のなかで整理した生活サービス施設の徒歩圏（商業施設、医療施設、福祉施設の

全ての徒歩圏に含まれる区域）を対象区域とします。 
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③良好な住環境が整備された区域 

土地区画整理事業等による面的な都市基盤整備が実施されていない本町では、整備済の都

市計画道路及び国道（以下、主要道路とする）沿道や、整備された都市公園（都市計画未決

公園含む）の徒歩圏を良好な住環境が整備されているものとして捉え、主要道路の沿道（用

途地域界の設定基準に準じ、国道は道路端から 50m、都市計画道路は 25m の区域）及び都

市公園の徒歩圏（半径 500m）を対象区域とします。 

  

 
 
  



第４章 居住誘導区域 

46 
 

○居住誘導区域の仮設定 

①から③の条件のいずれかに該当する区域を、居住誘導区域の仮設定区域とします。 

なお、寄居駅周辺用途地域の西部でやや該当しない部分はあるものの、本町では、用途地

域指定区域がコンパクトであり、居住誘導区域の対象区域と大差がないことから、寄居駅周

辺用途地域及び男衾駅周辺用途地域全域を居住誘導区域として仮設定します。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

寄居駅周辺居住誘導区域（仮設定） 

男衾駅周辺居住誘導区域（仮設定） 
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（２）居住誘導区域から除外すべき区域 

都市計画運用指針に基づき居住誘導区域の検討に当たって留意すべき区域のうち、土砂災

害警戒区域については、災害発生の予測が困難であること、災害が発生した場合に居住が困

難となるおそれが高いことから、全ての区域を居住誘導区域から除外します。 

また、洪水浸水想定区域については、降雨の予測はある程度可能ですが、浸水深が３ｍ以

上になると一般的な家屋の２階床下部分まで水没し、垂直（在宅）避難が困難となることか

ら、浸水深３ｍ以上の洪水浸水想定区域について居住誘導区域から除外します。 

・寄居駅周辺用途地域における居住誘導区域から除外すべき区域は下図のとおりです。 

・男衾駅周辺用途地域では、該当区域は存在しません。 
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（３）居住誘導区域 

（１）及び（２）の条件を満たした区域を、居住誘導区域に設定します。 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

寄居駅周辺居住誘導区域（約 211.4ha） 

男衾駅周辺居住誘導区域（約 90.7 ha） 
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第５章 都市機能誘導区域 

１．都市機能誘導区域の基本的な考え方 

（１）立地適正化計画作成の手引きに示される都市機能誘導区域の望ましい区域像 

都市機能誘導区域とは、様々な都市機能を誘導、集約し、各種サービスの効率的な提 

供を図る区域です。 

立地適正化計画作成の手引き（2022 年（令和 4 年）4 月改定 国土交通省）においては、

都市機能誘導区域の望ましい姿として、以下のように記載されています。 

≪都市機能誘導区域の望ましい区域像≫ 

・各拠点地区の中心となる駅、バス停や公共施設から徒歩、自転車で容易に回遊することが

可能で、かつ、公共交通施設、都市機能施設、公共施設の配置、土地利用の実態等に照ら

し、地域としての一体性を有している区域 

・主要駅や役場等が位置する中心拠点の周辺の区域に加え、合併前の旧市町村の役場が位置

していたところなど従来から生活拠点となる都市機能が存在し中心拠点と交通網で結ばれ

た地域拠点の周辺の区域 

（２）本町における都市機能誘導区域の考え方 

前項の望ましい区域像の考え方を踏まえつつ、本町では、将来都市構造の中心拠点・地域拠

点に都市機能を積極的に誘導することを念頭に、以下の考え方に基づき都市機能誘導区域を設

定します。 

≪都市機能誘導区域設定の考え方≫ 

 

 

駅からの徒歩圏内に都市機能施設を誘導し、子供や高齢者を含む様々な世代の人が歩いて

利用できる、利便性の高い拠点を形成するため、寄居駅・男衾駅からの高齢者徒歩圏（半径

500m）を基本に都市機能誘導区域を設定します。 

 

 
 

 

 

 

 

 

寄居駅周辺 男衾駅周辺 

①寄居駅・男衾駅からの高齢者徒歩圏（半径 500ｍ）を基本に区域を設定 

②具体的な区域界は、中心市街地活性化基本計画との整合や施設立地の状況等を

踏まえ、道路界や用途地域界により、住民にわかりやすいよう設定 

500m 500m 
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２．都市機能誘導区域の設定 

（１）寄居駅周辺地域 

寄居駅からの高齢者徒歩圏（半径 500m）を基準に、用途地域界、道路中心線及び中心市街

地活性化基本計画の区域を区域界とした以下の区域を、都市機能誘導区域とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪区域界≫ 

① 用途地域界 ⑧ 鉄道路線界 

② 道路端から 25m（③の延長） ⑨ 洪水浸水想定区域（浸水深 3ｍ以上） 

③ 用途地域界 ⑩ 急傾斜地崩壊危険区域 

④ 道路中心線 ⑪ 道路中心線 

⑤ 用途地域界 ⑫ 道路中心と用途地域界の結線 

⑥ 土砂災害警戒区域 ⑬ 用途地域界 

⑦ 用途地域界 ⑭ 道路端から 25m（⑩の延長） 

  

② 

① 

③ 

④ 
⑭ 

⑬ 

⑫
⑤ 

⑪

⑨ 

⑦ 

⑥

⑧ 

⑩

寄居駅周辺都市機能誘導区域（約 92.9ha） 
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（２）男衾駅周辺地域 

男衾からの高齢者徒歩圏（半径 500m）を基準に、用途地域界や地形地物を区域界とした以

下の区域を、都市機能誘導区域とします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≪区域界≫ 

① 用途地域界 ③ 用途地域界 

② 
都市計画道路の道路端から 25m 

（③の延長） 
④ 河川中心線 

  

① 

② 

③ 

④ 

男衾駅周辺都市機能誘導区域（約 75.6ha） 
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第６章 誘導施設 

１．誘導施設の基本的な考え方 

（１）都市機能配置の基本的な考え方 

  都市機能には、行政、介護福祉、子育て、商業、医療、金融、教育・文化等の様々な機能があ

り、立地適正化計画作成の手引きでは、拠点ごとに想定される機能として以下の内容が例示さ

れています。 

（参考）立地適正化計画作成の手引きにおける都市機能の分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本章では、本町における各都市機能の特性や現状の立地状況を把握したうえで、第２章で整

理した課題の解決や、まちづくり方針の実現等の観点から、寄居駅・男衾駅周辺の都市機能誘

導区域に集積・維持すべき都市機能を整理し、誘導施設に位置付けます。 
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（２）都市機能施設の立地状況 

都市機能誘導区域ごとに、第 2 章で確認した現状の都市機能の立地状況を把握します。 

①寄居駅周辺用途地域内 

  

都市機能 件数 都市機能 件数 

行政機能  医療機能  

町役場 1(1) 救急告示病院 0 

介護福祉機能  診療所 12(９) 

保健福祉総合センター 0 金融機能  

訪問系施設 ３(2) 銀行、信用金庫等 ４(3) 

短期入所系施設 0 郵便局、農業協同組合 ３(0) 

子育て機能  教育・文化機能  

児童館 0 図書館 1(1) 

子育て支援センター ２(１) 中央公民館 1(1) 

保育所、幼稚園等 2(1) 集会所、コミュニティセンター 2(2) 

商業機能    

スーパーマーケット 2(2) 
用途地域内の数値をカウント。 
（）は都市機能誘導区域内の件数 

コンビニ：4(１) 
ドラッグストア等：1(0) 

5(1) 
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②男衾駅周辺用途地域内 

 

 

都市機能 件数 都市機能 件数 

行政機能  医療機能  

町役場 — 救急告示病院 — 

介護福祉機能  診療所 1(1) 

保健福祉総合センター — 金融機能  

訪問系施設 ２(2) 銀行、信用金庫等 0 

短期入所系施設 0 郵便局、農業協同組合 0 

子育て機能  教育・文化機能  

児童館 0 図書館 — 

子育て支援センター 0 中央公民館 — 

保育所、幼稚園等 0 集会所、コミュニティセンター ０ 

商業機能    

スーパーマーケット １(1) 用途地域内の数値をカウント。 
（）は都市機能誘導区域内の件数 コンビニ：0、ドラッグストア：0 0 

 



第６章 誘導施設 

56 
 

２．誘導施設の設定 

（１）検討の対象とする施設 

都市機能の分類ごとに、都市機能誘導区域に集積・維持する誘導施設として検討する施設は以

下のとおりとしました。 

都市機能 検討対象の施設 施設選定の考え方 

行政 

機能 
役場庁舎 

●本町の主な行政機能である役場庁舎を対象とする。 

●連絡所は、証明書のコンビニ交付等の行政サービスの維持・

拡充の検討とあわせ必要性を検討する施設でもあることか

ら、対象外とする。 

介護福祉 

機能 
保健福祉総合センター 

●町民の健康、高齢者福祉等の総合的な窓口として、保健福

祉総合センターを対象とする。 

●地域包括支援センターは、既に町内の南北に１箇所ずつ設

置済であり、在宅系介護施設については、多くが送迎サー

ビス等により利用され、立地よりもサービスの需要と供給

によるバランスを重視すべきであることから、大里広域市

町村圏組合による介護保険事業として計画的にサービスを

供給する施設とし、対象外とする。 

子育て 

機能 

児童館、 

子育て支援センター、 

保育所、幼稚園 

●相談・交流の場である児童館、子育て支援センター等の子育

て支援施設や日常利用される保育所、幼稚園を対象とする。 

●学童保育施設は、学校施設との位置関係や、需要と供給等

の整合が求められることから対象外とする。 

商業 

機能 

スーパーマーケット、 

ドラッグストア、 

コンビニエンスストア 

●日常生活と関係の深いスーパーマーケット、ドラッグスト

ア、コンビニエンスストアを対象とする。 

医療機能 救急告示病院、診療所 
●緊急時に必要となる救急告示病院、日常のかかりつけとし

て必要となる診療所を対象とする。 

金融 

機能 

銀行、信用金庫 

郵便局、農業共同組合 

●地域の金融機能を担う施設として銀行、信用金庫のほか、

郵便局、農業共同組合を対象とする。 

教育・ 

文化機能 

図書館、中央公民館、 

集会所、コミュニティ

センター 

●教育・文化活動や地域の賑わいを支える施設として、図書

館、中央公民館、集会所、コミュニティセンターを対象とする。 

 

（２）都市機能の配置の前提 

都市機能には、各施設の役割によって、拠点に集まった方が良いものと、分散していた方が良

いものがあります。 

そのため、本町では、（１）で検討の対象とした施設を現状の都市機能の立地状況等を考慮し、

拠点集積型施設と、適正配置型施設の２つに大別した上で都市機能の配置を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

拠点集積型施設 

～町全域や居住誘導区域内の生活利便
性向上及び両駅周辺の拠点性向上のた
め、拠点に集積する都市機能～ 

適正配置型施設 

～現在の立地状況により確保されている地
域住民の生活利便性を継続するため、拠
点への集積を行わない都市機能～ 
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（３）拠点集積型・適正配置型の都市機能の区分 

本町における都市機能の配置の前提をもとに、前項の対象施設の配置方針を整理します。 

都市機能 
本町における 

対象施設 

配置区分 

拠点集積・適正配置の考え方 

拠点 適正 

行政機能 町役場（本庁舎） ○  
本町の中心的な行政機関であり、全町民による

利用が想定されることから、拠点集積型に設定。 

介護福祉 

機能 
保健福祉総合センター ○  

町民の健康づくりや相談窓口であり、全町民に
よる利用が想定されることから、拠点集積型に設
定。 

子育て 

機能 

児童館 ○  育児等の相談の場や、子どもの交流の場として
親しまれており、生活利便性の向上のため、拠点
集積型に設定。 子育て支援施設 ○  

保育所  ○ 
日常的な利用が想定される施設であるととも

に、年少人口の減少による需要に応じて、配置を考慮
する必要があることから、町内に幅広く立地するこ
とが望ましいため、適正配置型に設定。 幼稚園  ○ 

商業機能 

スーパーマーケット ○  
生活に必要な生鮮品、日用品等、多様な品目を

取り扱っていることから、生活利便性の向上のた
め、拠点集積型に設定。 

コンビニエンスストア  ○ 
食料品、日用品等を扱う小規模な店舗であるこ

とから、より町民に身近な施設として、適正配置
型に設定。 

ドラッグストア等  ○ 
生活に必要な日用品、医薬品等を扱う店舗であ

ることから、より町民に身近な施設として、適正
配置型に設定。 

医療機能 
救急告示病院 ○  

町内のみならず、町外からの広域的な利用も想
定されることから、拠点集積型に設定。 

診療所  ○ 
需要に応じた拠点への配置のほか、町内全域に

幅広く配置を行うため、適正配置型に設定。 

金融機能 

銀行、信用金庫等 ○  
現金の入出金や振り込みのほか、決済、融資等

の幅広いサービスを取り扱っていることから、生
活利便性の向上のため、拠点集積型に設定。 

郵便局、 

農業協同組合 
 ○ 

現金の預け入れ、引き出し、振り込み等を行う
施設であることから、より町民に身近な施設とし
て、適正配置型に設定。 

教育・ 

文化 

機能 

図書館 ○  
本町の中心的な図書館機能をもつ施設であり、

全町民による利用が想定されることから、拠点集
積型に設定。 

中央公民館 ○  
本町の中心的な交流の場であり、全町民による

利用が想定されることから、拠点集積型に設定。 

集会所、 

コミュニティセンター 
 ○ 

身近な集いの場として、より地域特性を考慮し
た配置を行う必要があることから、適正配置型に
設定。 

 

 

  拠点集積型の施設を原則、 

誘導施設として設定を検討 
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本町における誘導施設の設定、定義、誘導区域における立地状況は以下の通りです。 

都市機能 施設 寄居 男衾 施設の定義 

行政機能 町役場（本庁舎） 
○ 

（１） 
— 地方自治法第４条第１項に規定する施設 

介護福祉 

機能 
保健福祉総合センター ◇ ◇ 

各種健康診断・相談や福祉サービスの利用相談等
を扱う健康・福祉施設 

子育て 

機能 

児童館 ◇ ◇ 
児童福祉法第 40 条に規定する児童厚生施設の
一つ 

子育て支援施設 
○ 

（２） 

◎ 

（０） 

児童福祉法第６条の３第６項に規定する事業を
行う施設 

商業機能 スーパーマーケット 
○ 

（２） 

○ 

（１） 

生活に必要な生鮮品、日用品等を扱う店舗のう
ち、売り場面積が 1,000 ㎡以上の店舗 

医療機能 救急告示病院 ◇ ◇ 
医療法第１条の５に規定する病院のうち、「救急
病院等を定める省令」に基づき、都道府県知事の
告示により指定されている施設 

金融機能 銀行、信用金庫等 
○ 

（４） 

◎ 

（０） 

銀行法第２条に規定する銀行、 
信用金庫法に規定する信用金庫事業を行う施設、 
中小企業等協同組合法第 9 条に基づく信用協同
組合 

教育・ 

文化 

機能  

図書館 
○ 

（１） 
— 図書館法第２条第１項に規定する図書館 

中央公民館 
○ 

（１） 
— 

本町の公民館の中核的機能とともに、ホール・工
芸室等の数多くの機能を集約した、地域の生涯学
習活動・文化活動の拠点施設 

○：誘導施設に設定し、立地を維持する施設 

◎：誘導施設に設定し、新たに誘導する施設 

公共施設については、原則として区域内への誘導の検討を要する 

◇：誘導施設に設定せず、既存施設と誘導区域との交通ネットワークを維持する施設 

  本来拠点に立地していることが望ましいが、建物の更新時期等を踏まえて誘導施設に設定しない 

—：１施設で町内全域をカバーしているため、新たな立地を図らないもの 

（）内の数字：各区域に立地している施設数 
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第７章 誘導施策 

１．施策の体系 

（１）誘導施策の基本的な考え方 

・立地適正化計画を推進するには、公共交通、住宅、商業、医療、福祉・子育て等、多様な分野

との連携によって、施策を展開していくことが必要です。 

・将来的に著しい人口減少、高齢化が想定されるなかで、寄居駅周辺の商業施設をはじめとす

る不足している都市機能の確保や、公共交通の充実により、歩いて利用できる利便性の高い

拠点の形成を図ります。また、居住誘導区域における一定の人口密度の確保と快適な住環境

の形成を図り、更にその他の地域とのネットワークを構築することにより、町全体の暮らし

やすさを維持することを目指します。 

・本計画においては、第３章で設定したまちづくり方針に基づき、各種施策を展開していきま

す。 
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（２）施策の体系 

 

１－１．居住人口の流入促進のための積極的な支援 

 【A】住宅取得等の支援によるまちなかへの居住促進 

 【B】移住・定住に向けた取組みの実施 
 

１－２．まちなかにおける安心・安全な住環境の形成 

 【C】耐震化・不燃化等の対策推進による防災体制の強化 
 

１－３．駅南側を中心とした既存ストックを活用した賑わい創出 

 【Ｄ】駅南口駅前における商業・観光の振興 

 【Ｅ】空き店舗を活用したチャレンジショップ事業の推進 

 【Ｆ】駅前ショッピングセンター施設・用地有効活用事業の推進 

 【Ｇ】施設誘導に関する国の支援制度等の活用 
 

１－４．公共交通を軸とした歩いて暮らせる環境整備 

 【Ｈ】拠点となる寄居駅南口へのアクセス性の向上 

 【Ｉ】誘導区域と既存施設を結ぶ交通手段の確保 

 【Ｊ】道路整備等による子供や高齢者が暮らしやすいまちづくりの推進 

 

２－１．居住人口の流入促進のための積極的な支援 

 【A】住宅取得等の支援によるまちなかへの居住促進【再掲】 

 【B】移住・定住に向けた取組みの実施【再掲】 
 

２－２．まちなかにおける安心・安全な住環境の形成 

 【C】耐震化・不燃化等の対策推進による防災体制の強化【再掲】 
 

２－３．良好な住環境整備の推進 

 【Ｋ】男衾土地区画整理事業の推進 

 【Ｌ】男衾駅周辺における下水道整備事業の推進 

 【Ｍ】男衾駅周辺における都市計画道路整備の推進 

 【Ｎ】不足する都市機能の立地促進 

 【Ｇ】施設誘導に関する国の支援制度等の活用【再掲】 
 

２－４．公共交通を軸とした歩いて暮らせる環境整備 

 【Ｏ】男衾駅の交通結節点機能の強化 

 【Ｉ】誘導区域と既存施設を結ぶ交通手段の確保【再掲】 

 

３－１．寄居駅及び男衾駅周辺への居住誘導 

 【A】住宅取得等の支援によるまちなかへの居住促進【再掲】 
 

３－２．日常生活を支える必要な都市機能の維持 

 【Ｐ】公共施設の適切な再編・整備 
 

３－３．基礎的な住環境の保全 

 【Ｑ】浄化槽の設置推進による生活環境の保全 

 【Ｒ】その他の地域における営農環境の保全 
 

３－４．寄居駅及び男衾駅周辺に繋がる公共交通の維持 

 【Ｓ】その他の地域における交通手段の確保 

【方針１】 寄居駅周辺における、本町の中心地としての拠点性の向上 

【方針２】 男衾駅周辺における、生活利便性の向上 

【方針３】 その他の地域の住環境の保全 
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２．誘導施策 

【方針１】寄居駅周辺における、本町の中心地としての拠点性の向上 

１－１．居住人口の流入促進のための積極的な支援 

【A】住宅取得等の支援によるまちなかへの居住促進 

施策概要 居住誘導区域内での住宅取得等の支援により、まちなかへの居住を促進し

ます。 

 ・まちなか居住促進事業 

居住誘導区域における住宅を取得する費用等を支援し、区域内の定住や

人口誘導を促進します。 

・住宅環境提供事業 

未利用町有地の住宅用地としての活用を図ります。 

・エコハウス推進事業 

温室効果ガスの削減や電力のピークシフト、災害時において自立的エネ

ルギーを確保できる家づくりを促進するため、自己用の住宅に『エコハウ

ス事業』を実施する費用の一部を支援します。 

【B】移住・定住に向けた取組みの実施 

施策概要 本町への転入者に対して各種支援策を講じることで、町内の人口減少抑制

に努めます。 

 ・本町の魅力全集の配布 

町外からの移住促進を図るため、寄居町の住みやすさ、魅力、子育て支

援の充実等の情報をまとめた「町の魅力全集」を作成し、各駅への配布等

を行い、本町の魅力の情報発信を行います。 

・移住コンシェルジュ事業、望郷心アップ事業 

埼玉県北部地域の市町間の連携により、地域への移住を希望する方を総

合的に支援するため、寄居駅南口駅前拠点施設に移住・定住相談窓口を設

置し、相談受付や情報提供を行います。 

また、北部地域地方創生推進協議会で開設した移住・定住交流サイト「埼

北移住」の運営も行います。 

・空き家対策の推進 

空き家対策事業を民間企業と連携して行います。 

また、管理の行き届かない空き家について、所有者等に適正な管理や空

き家バンクへの登録を促します。 
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１－２．まちなかにおける安心・安全な住環境の形成 

【C】耐震化・不燃化等の対策推進による防災体制の強化 

施策概要 防火地域等の見直し、木造住宅等の耐震化促進により、安心・安全な住環

境の形成を推進します。 

 ・防火・準防火地域の見直し 

災害時の延焼被害を抑制するため、都市計画において防火地域及び準防

火地域の指定の見直しを進め、建築物の耐火性の向上と減災対策を促進し

ます。 

・木造住宅等の耐震化促進 

震災時の建物の倒壊による被害を抑制するため、本町の耐震診断助成制

度をより利用しやすい形に見直し、木造住宅の耐震化を進めます。 

また、居住誘導区域における旧耐震住宅の除却等を推進します。 

１－３．駅南側を中心とした既存ストックを活用した賑わい創出 

【Ｄ】駅南口駅前における商業・観光の振興 

施策概要 新たに整備した寄居駅南口駅前拠点施設（Yotteco）や賑わい創出交流広

場（YORIBA）等を軸とした賑わいの創出により、中心市街地の集客性・滞

留性・回遊性の向上を図ります。 

 ・寄居駅南口駅前拠点の活用 

寄居駅南口駅前拠点施設（Yotteco）や賑わい創出交流広場（YORIBA）

を活用した観光情報の発信や物販等の取組み、イベントの開催等により、

誰もが気軽に寄っていける空間の創出を図ります。 

・まちなか散策誘導サイン整備事業 

観光での来訪等が歴史・文化的な景観資源を楽しみながら散策できるよ

う、観光情報の発信や路地等の散策ルートづくりとして、散策誘導サイン

の整備を進めます。 

【Ｅ】空き店舗を活用したチャレンジショップ事業の推進 

施策概要 中心市街地における空き店舗を活用することで、賑わいの創出を図ります。 

 ・チャレンジショップ事業（空き店舗等活用補助制度） 

中心市街地区域内の空き店舗を活用した対象業種事業者に対し、店舗改

修、家賃、宣伝広告費用等に対する支援により、賑わいの創出を図ります。 

【Ｆ】駅前ショッピングセンター施設・用地有効活用事業の推進 

施策概要 空き施設となっている駅前ショッピングセンター施設や用地の活用に対す

る事業者等への働きかけを進めます。 

【Ｇ】施設誘導に関する国の支援制度等の活用 

施策概要 誘導施設の立地を維持・促進するため、国が設ける特例措置等を活用し、

都市機能誘導区域内への新規誘導や、既存施設の移転を推進していきます。 
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１－４．公共交通を軸とした歩いて暮らせる環境整備 

【Ｈ】拠点となる寄居駅南口へのアクセス性の向上 

施策概要 寄居駅南口周辺整備等により、拠点へのアクセス性を高め、利便性の向上

を図ります。 

 ・交通結節点強化事業 

寄居駅南口駅前広場と中央通り線の整備に合わせて、路線バスの寄

居駅南側への乗入れを検討します。 

・待合空間整備等の検討 

路線バスの停留所の見直しや、主要な乗り換え場所における待合空間の

整備等により、鉄道駅と周辺地域との結節機能の強化を図ります。 

【Ｉ】誘導区域と既存施設を結ぶ交通手段の確保 

施策概要 誘導区域外に立地する既存施設との交通手段の確保・維持を図ります。 

 ・路線バスの利用促進策の検討 

  路線バスの利用促進策として、停留所の立地、利用者意識等に対する調

査を行い、利便性向上による利用促進策を進めます。 

・愛のりタクシーの利用促進と利便性の向上 

愛のりタクシーの運行の維持を図るとともに、利用方法の周知、相乗り

利用の促進や必要に応じた運行方法の見直し等を実施し、利用促進と利便

性の向上を図ります。 

【Ｊ】道路整備等による子供や高齢者が暮らしやすいまちづくりの推進 

施策概要 子供や高齢者がまちなかを移動する際の交通安全や利便性の向上を図るた

め、歩道や公共施設のバリアフリー化の整備を推進します。 

 ・道路等整備（歩道等の整備） 

安全に歩ける歩行空間確保のため、中央通り線の県道部分（飯能寄居線）

における無電柱化に向けた働きかけを進めます。 
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【方針２】男衾駅周辺における、生活利便性の向上 

２－１．居住人口の流入促進のための積極的な支援 

【A】住宅取得等の支援によるまちなかへの居住促進【再掲】 

【B】移住・定住に向けた取組みの実施【再掲】 

２－２．まちなかにおける安心・安全な住環境の形成 

【C】耐震化・不燃化等の対策推進による防災体制の強化【再掲】 

２－３．良好な住環境整備の推進 

【Ｋ】男衾土地区画整理事業の推進 

施策概要 居住誘導区域内での住宅地整備を推進し、新たな住民の確保を図ります。 

 ・男衾土地区画整理事業 

男衾駅周辺居住誘導区域内の第一種低層住宅専用地域に業務代行方式の

土地区画整理事業による住宅地開発を進め、高質でゆとりのある住宅環境

の整備を進めます。 

【Ｌ】男衾駅周辺における下水道整備事業の推進 

施策概要 ・下水道整備事業 

良好な住環境を整備するため、男衾駅周辺地域における下水道の整備を

推進します。 

【Ｍ】男衾駅周辺における都市計画道路整備の推進 

施策概要 男衾駅周辺の都市計画道路整備を推進することにより、拠点へのアクセス

性を高め、利便性の向上を図ります。 

 ・都市計画道路整備事業 

男衾駅周辺の都市計画道路の整備を進め、良好な歩行空間を確保し、居

住誘導区域内外のアクセス性と生活利便性の向上を図ります。 

【Ｎ】不足する都市機能の立地促進 

施策概要 「誘導施設」として位置付けた子育て機能、金融機能について都市機能誘

導区域への誘導を図ります。 

【Ｇ】施設誘導に関する国の支援制度等の活用【再掲】 

２－４．公共交通を軸とした歩いて暮らせる環境整備 

【Ｏ】男衾駅の交通結節点機能の強化  

施策概要 男衾駅及び東西駅前広場を活用し、男衾駅を中心とした公共交通ネット

ワークの構築を検討します。 

 ・男衾駅周辺からの公共交通の確保 

男衾駅東西駅前広場及び停車場線の整備に合わせて、バス、タクシー等

の新規公共交通の乗り入れや路線整備等についての検討を進めます。 

・待合空間整備等の検討【再掲】 

【Ｉ】誘導区域と既存施設を結ぶ交通手段の確保【再掲】 

施策概要 誘導区域外に立地する既存施設との交通手段の確保・維持を図ります。 

 ・愛のりタクシーの利用促進と利便性の向上【再掲】 
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【方針３】その他の地域の住環境の保全 

３－１．寄居駅及び男衾駅周辺への居住誘導 

３－２．日常生活を支える必要な都市機能の維持 

【Ｐ】公共施設の適切な再編・整備 

施策概要 コミュニティセンター等の公共施設の老朽化が進行していることから、各

施設の利用状況等を考慮し、適切な維持管理や再編・整備を検討し、町内で

の機能維持を図ります。 

 ・コミュニティセンターの整備 

町内に立地する各コミュニティセンターについては、施設の老朽化・利

用状況や避難所機能等の施設の位置付け・状況等を総合的に評価し、公共

施設等総合管理計画に基づき、長寿命化や更新等について検討を進めます。 

３－３．基礎的な住環境の保全 

【Ｑ】浄化槽の設置推進による生活環境の保全 

施策概要 浄化槽の設置を推進することにより、生活環境の保全を図ります。 

 

・浄化槽市町村整備推進事業の推進 

寄居町排水処理基本計画に基づき、個人設置に係る補助事業及び市町村

整備推進事業を継続します。また、地形等により浄化槽の設置が困難であ

る等の課題の解決に向けた施策の検討を進め、生活環境の保全を図ります。 

【Ｒ】その他の地域における営農環境の保全 

施策概要 その他の地域における営農環境を保全します。 

 ・農林業の振興 

  耕作放棄地対策、新規就農対策、６次産業化支援、有害鳥獣対策等に 

 より郊外や山間部の営農環境を保全します。 

３－４．寄居駅及び男衾駅周辺に繋がる公共交通の維持 

【Ｓ】その他の地域における交通手段の確保 

施策概要 居住者が町内の医療・福祉・商業等の施設に移動する手段の確保・維持を

図ります。 

 ・路線バスの利用促進策の検討【再掲】 

・愛のりタクシーの利用促進と利便性の向上【再掲】 

 

  

【A】住宅取得等の支援によるまちなかへの居住促進【再掲】 
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第８章 防災指針 

１．防災指針とは 

（１）防災指針の目的・位置付け 

近年、地球温暖化や気候変動の影響により台風の大型化や局地的豪雨等の自然災害が頻発化・

激甚化するとともに、令和元年東日本台風における河川の氾濫等、各地で甚大な被害が発生し

たことから、誘導区域等への居住や都市機能の誘導等の拠点形成の取組みと防災対策を両立さ

せながら、防災に強いまちづくりに取り組む必要があります。 

そのため、本計画における居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる、誘導区域における

都市の防災に関する機能の確保についての指針を「防災指針」として示します。 

また、防災指針の作成に当たっては、防災・減災対策に係る計画である地域防災計画や国土

強靭化地域計画等との整合を図ります。 

 

 

 

 

  

寄居町 都市計画マスタープラン 

寄居町 

『第６次寄居町総合振興計画』 

寄居町立地適正化計画 
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防災指針 
１．災害リスクの分析と課題の整理 

２．防災・減災まちづくりの方針 

３．具体的な取組み、スケジュール 

地域防災計画 国土強靭化地域計画 
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２．災害リスクの分析と課題の整理 

（１）災害ハザード情報等の収集、整理 

災害リスクの分析では、本計画に定める居住誘導区域を中心に、発生するおそれのある災害

ハザード情報を網羅的に収集・整理します。また、収集・整理した災害ハザード情報と都市情

報等との重ね合わせにより、災害リスクの高い地域を分析・抽出します。 

 

分類 災害ハザード情報 重ね合わせ情報 

水害 

（洪水・内水） 

【河川（荒川水系）】 

①洪水浸水想定区域（浸水深） 

②洪水浸水想定区域（浸水継続時間） 

③家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食・氾濫流） 

【内水】 

④令和元年東日本台風の内水氾濫実績 

【ため池（防災重点農業用 25 箇所）】 

⑤ため池浸水想定区域（浸水深） 

【基本情報】 

・行政界（町境） 

・居住誘導区域 

・鉄道 

 

【都市情報】 

・総人口 

・高齢者人口 

・建物／住宅 

・避難所 

土砂災害 

⑥土砂災害（特別）警戒区域 

 ・急傾斜地崩壊危険区域 

⑦大規模盛土造成地 

その他 ⑧地震 ⑨雪害 

 

洪水浸水想定区域・家屋倒壊等氾濫想定区域の算出条件 

想定最大規模（概ね 1,000 年に 1 回程度）の降雨量により算出 

荒川・坂東沢川（荒川上流域の 72 時間総雨量 1,000mm） 

吉野川・新吉野川（吉野川流域の 24 時間総雨量 690mm） 

市野川（市野川流域の 48 時間総雨量 819mm） 

藤治川（小山川流域の 24 時間総雨量 636mm） 
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① 洪水浸水想定区域（浸水深） 

荒川沿岸において、①寄居橋北側で最大 10ｍ～20ｍ、②鉢形城跡の付近で最大５ｍ～10ｍ、

③荒川橋梁東側（八高線）で３ｍ～５ｍの浸水のリスクのある居住エリアが存在しています。浸

水深が３ｍ以上になると、一般的な家屋の２階床下部分まで水没するため、垂直（在宅）避難が

困難となります。 

また、荒川沿岸の④玉淀駅東側のほか、⑤吉野川、⑥市野川、⑦小山川、⑧坂東沢川沿岸で、最

大 0.5ｍ～３ｍの浸水のリスクのある居住エリアが存在しています。浸水深が 0.5ｍ以上になる

と、大人の膝の高さまで水没するため、屋外への避難が困難となり孤立する可能性があります。 

寄居駅周辺では、③荒川橋梁東側、④玉淀駅東側が該当します。 

男衾駅周辺では、該当箇所はありません。 
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② 洪水浸水想定区域（浸水継続時間） 

荒川沿岸において、①寄居橋北側と②鉢形城跡の付近で、深さ 0.5ｍ以上の浸水が３日～１週

間にわたり継続するリスクのある居住エリアが存在しています。浸水継続時間が３日以上になる

と、飲料水や食料が不足し、健康障害の発生や最悪の場合は生命の危機が生じる可能性がありま

す。 

また、荒川沿岸の③荒川橋梁東側（八高線）と④玉淀駅東側のほか、⑤吉野川、⑥市野川、⑦小

山川、⑧坂東沢川沿岸で 12 時間～１日の間浸水が継続するリスクのある居住エリアが存在して

います。 

寄居駅周辺では、③荒川橋梁東側、④玉淀駅東側が該当します。 

男衾駅周辺では、該当箇所はありません。 
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③ 家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食・氾濫流） 

①荒川上流と②新吉野川、③吉野川、④市野川、⑤坂東沢川の各河川沿岸において、川の流れ

る勢いにより河岸が削り取られること（河岸浸食）で、基礎を支える地盤が流出し、家屋が倒壊・

流失するリスクのある居住エリアが存在しています。 

また、①荒川下流の沿岸（赤浜付近）において、水位が上がり、河川外に水が勢いよく流出す

ること（氾濫流）で家屋が倒壊・流失するリスクのある居住エリアが存在しています。 

これらの区域内での避難行動は、原則として立ち退き避難になります。 

寄居駅周辺では、①荒川が該当します。 

男衾駅周辺では、②新吉野川が該当します。 

 

 
 

  

河岸浸食（イメージ） 氾濫流（イメージ） （出典：町ハザードマップ） 
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④ 令和元年東日本台風の内水氾濫実績 

令和元年東日本台風では、低地となる道路の冠水や、山間部での土砂崩れ・倒木等がみられ、

通行止めも多数発生しました。 

寄居駅周辺では、①町道 3987 号線（国道 140 号線アンダーパス）、②町道 9304 号線（子

持瀬の町道）、③町道 2719 号線（善導寺東の本宿通学路）において、内水・冠水による通行止

めが発生しています。 

男衾駅周辺では、④町道 5040 号線（男衾駅北西の線路沿い）において、内水・冠水による通

行止めが発生しています。 
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⑤ ため池浸水想定区域 

円良田湖から南西方向に、ため池の決壊により５ｍ以上の浸水のリスクのある居住エリアが存

在しています。浸水深が３ｍ以上になると、一般的な家屋の２階床下部分まで水没するため、垂

直（在宅）避難が困難となります。 

寄居駅周辺では、国道 140 号線から秩父鉄道西側にかけて、①大正池の決壊による 0.5ｍ～３

ｍの浸水のリスクのある居住エリアが存在しています。 

男衾駅周辺では、②根岸入池、③福王寺池の決壊による 0.5ｍ～３ｍの浸水のリスクのある居

住エリアが存在しています。 

浸水深が 0.5ｍ以上になると、大人の膝の高さまで水没するため、屋外への避難が困難となり

孤立する可能性があります。 
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⑥ 土砂災害（特別）警戒区域・急傾斜地崩壊危険区域 

土砂災害警戒区域・特別警戒区域や急傾斜地崩壊危険区域では、土砂災害による建築物の損壊

や住民への被害が生じるおそれがあります。 

町全域で、山間部や河川沿いを中心に土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域が広く分布し

ています。また、４箇所の急傾斜地崩壊危険区域のうち、２箇所が荒川沿いに長い距離を有して

分布し、土砂災害（特別）警戒区域と一部重なっています。 

寄居駅周辺では、土砂災害（特別）警戒区域と急傾斜崩壊危険区域とが重複するエリアが存在

しています。 

男衾駅周辺では、上記のエリアは存在していません。 
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⑦ 大規模盛土造成地（谷埋め盛土 38 箇所） 

町内の南側山間部において、開発等による谷埋め型の大規模盛土造成地が存在しています。 

寄居駅・男衾駅周辺では、大規模盛土造成地は存在していません。 
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⑧ 地震 

本町に最も大きな被害を与える地震は、本町の直下にのびる関東平野北西縁断層帯によるもの

と予想されています。 

特に関東平野北西縁断層帯北部を震源とする地震は、地震規模を示すマグニチュードが 8.1 と

非常に大きく、この地震が発生した場合は、町域の大半が岩盤の上にあり古くから地震に強いと

言われる本町でも最大震度 7 が予想されています。 

寄居駅周辺では、寄居駅南の旧街道筋（秩父往還）沿いに住宅密集地が形成されており、火災

の大規模化が懸念されます。 
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⑨ 雪害 

2014（平成 26）年２月には、２週続いて関東甲信地方に大雪が降り、県内では、秩父で 98

㎝、熊谷で 62 ㎝と、観測史上最大となる積雪を記録しました。 

この大雪の影響で、鉄道の運休や一般道路の通行止め等、交通機関にも大きな影響を及ぼし、

多数の農業用施設が倒壊する等の農業被害も発生しました。 

昨今の気候変動を背景に、今後も同様の積雪の可能性があります。 
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（２）災害リスクの高い地域等の抽出、防災上の課題の整理 

収集・整理した災害ハザード情報と、居住誘導区域及びその周辺の都市情報の重ね合わせに

より、定量的な評価を行い、災害リスクの高い地域を抽出し、地区ごとの防災上の課題を整理

します。 

地震については、発生場所や規模の予測が困難であることから、全域で耐震化・不燃化を促

進することにより災害リスクの低減を図ります。 

雪害については、発生した場合は全域で積雪が予測されることから、幹線となる道路交通を

確保するための除雪対応等により、災害リスクの低減を図ります。 

 

課題 

寄
居
駅
周
辺 

水害 

荒川沿岸の浸水深 0.5ｍ以上の区域には約 50 人が居住しており、浸水深

３ｍ以上の区域にも 10 人弱が居住し、避難困難となることが懸念されます。 

八高線荒川橋梁及び天沼川河口付近の浸水継続時間が 12 時間以上となる

区域には約 50 人が居住しており、発災初期に孤立することが懸念されます。 

荒川沿岸の家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食・氾濫流）には約 500 人が

居住していますが、河岸が岩盤層で構成されています。 

大正池の決壊による国道 140 号線～秩父鉄道西側の浸水深 0.5ｍ以上の

区域には約 300 人が居住しており、避難困難となることが懸念されます。 

土砂 

災害 

荒川沿岸及び北西に土砂災害（特別）警戒区域が見られ、居住エリアと重

なっています。 

課題 

男
衾
駅
周
辺 

水害 

吉野川沿岸の家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食）には約 20 人が居住し

ていますが、河川整備が完了しています。 

根岸入池、福王寺池の決壊による浸水深 0.5ｍ未満の区域には約 100 人が

居住していますが、避難困難となる浸水深 0.5ｍ以上の区域には居住者はほ

とんど見られません。 

土砂 

災害 

居住誘導区域内には土砂災害警戒区域は存在しませんが、南側の福王寺池

のため池浸水想定区域が土砂災害警戒区域と重なることから注意が必要で

す。 

課題 

町
全
域 

水害 
河川沿いに洪水浸水想定区域、家屋倒壊等氾濫想定区域が存在します。 

ため池周辺に決壊時の浸水想定区域が存在します。 

土砂 

災害 

山間部や河川沿いを中心に土砂災害（特別）警戒区域等が存在します。 

南側山間部に大規模盛土造成地が存在します。 
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男衾駅周辺 

寄居駅周辺 
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３．防災・減災まちづくりの方針 

地区ごとの防災上の課題を踏まえ、防災・減災まちづくりの方針を設定します。 

 

【防災・減災まちづくりの方針】 
 

 

 

 

 

 

 

取組方針 

【災害リスクの回避】 

安全な地域への立地誘導等、災害発生時に被害を発生させないための取組みを推進する。 

【災害リスクの低減（ハード）】 

道路、河川、ため池等を適切に整備し、被害を低減させるためのハード事業を推進する。 

【災害リスクの低減（ソフト）】 

災害発生時における確実な避難や、被災後の早期復旧のためのソフト事業を推進する。 

 
上記の方針に基づき、居住誘導区域及びその周辺における取組方針を設定します。 

  

町民の命を守り、生活・経済を維持するまちづくり 
寄居駅・男衾駅周辺の居住誘導区域に居住や都市機能を誘導するととも

に、残存する災害リスクについて、ハード・ソフト両面から施策を実施し、

コンパクトで安全なまちづくりを推進します。 
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① 寄居駅周辺居住誘導区域 

 

 課題 取組方針 

水害 

荒川沿岸に浸水深 0.5ｍ以上の洪水浸

水想定区域が存在している。 

北東部に 0.5ｍ以上のため池浸水想定

区域が存在している。 

（居住誘導区域周辺） 

荒川沿岸及び北東部に浸水深 3ｍ以上

の洪水浸水想定区域が存在している。 

防災行政無線等による情報発信や避難

所の体制整備等により、災害発生時の避

難行動を支援する。 

道路、河川、ため池の整備・維持管理

により、災害発生時の被害低減を図る。 

土砂 

災害 

（居住誘導区域周辺） 

荒川沿岸に土砂災害（特別）警戒区域

と急傾斜地崩壊危険区域が重複して存在

している。 

北西部に土砂災害（特別）警戒区域が

隣接している。 

防災行政無線等による情報発信や避難

所の体制整備等により、災害発生時の避

難行動を支援する。 
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② 男衾駅周辺居住誘導区域 

 

 課題 取組方針 

水害 

浸水深 0.5ｍ以上のため池浸水想定区

域が存在するが、居住者はほとんど見ら

れない。 

道路、河川、ため池の整備・維持管理

により、災害発生時の被害低減を図る。 

土砂 

災害 

（居住誘導区域周辺） 

南東部に土砂災害警戒区域が近接し、

ため池浸水想定区域と重なっている。 

防災行政無線等による情報発信や避難

所の体制整備等により、災害発生時の避

難行動を支援する。 
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４．具体的な取組み、スケジュール 

（１）取組みの概要・スケジュール 

防災・減災まちづくりの方針を踏まえ、居住誘導区域への立地誘導による災害リスクの回避や、

ハード・ソフト両面からの防災・減災対策による災害リスクの低減について、具体的な取組み・

スケジュールを設定します。 

目標指標については、第９章に掲載しています。 

 

取組み 
重点的に実施 

する地域 

実施 

主体 

スケジュール 

短期 

５年 

中期 

10 年 

長期 

20 年 

災
害
リ
ス
ク
の
回
避 

届出制度による立地誘導 寄居・男衾 町    

まちなかへの住替え支援 寄居・男衾 町    

ハザードマップの周知 町全域 町    

（
ハ
ー
ド
事
業
） 

災
害
リ
ス
ク
の
低
減 

道路・河川の整備・維持管理 町全域 
国・県 

・町 

   

農業用ため池の防災対策 寄居・男衾 町    

公共施設の適切な再編・整備 町全域 町    

防災備蓄拠点施設の整備 寄居 町    

（
ソ
フ
ト
事
業
） 

災
害
リ
ス
ク
の
低
減 

防火・準防火地域の見直し 寄居 町 
   

木造住宅等の耐震化促進 寄居・男衾 県・町    

自主防災組織の強化 町全域 町    

防災と災害時避難のための 

情報発信 
町全域 町    

指定避難所の体制整備・運営 町全域 町    

災害協定に関する取組み強化 町全域 町 
   

消防団の育成・強化 町全域 町    

避難行動支援事業の実施 町全域 町    

マイ・タイムラインの作成促進 町全域 町    
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（２）取組施策 

【災害リスクの回避】 

【Ａ】届出制度による立地誘導［寄居・男衾］ 

施策概要 各誘導区域に係る一定の建築・開発行為※について、都市再生特別措置法に

基づく届出制度により住宅開発し、各誘導区域への立地を促進します。 

【Ｂ】まちなかへの住替え支援［寄居・男衾］ 

施策概要 居住誘導区域内での住宅取得等の支援により、まちなかへの居住を促進し

ます。 

【Ｃ】ハザードマップの周知［町全域］ 

施策概要 地震被害想定調査結果や土砂災害危険箇所等を掲載したハザードマップの

公表等を通じ、災害リスクの少ない土地への誘導を図ります。 

 

【災害リスクの低減（ハード事業）】 

【Ｄ】道路・河川の整備・維持管理［町全域］ 

施策概要 幹線道路の交通網の確保や狭あい道路の拡幅等の整備を行い、安全性の向

上を図ります。また、既存道路・河川の適切な維持管理を行い、安全性の維

持を図ります。 

【Ｅ】農業用ため池の防災対策［寄居・男衾］ 

施策概要 防災重点農業用ため池について、劣化状況評価及び地震・豪雨耐性評価の

結果、基準を満たさないため池の防災・減災対策を進めます。 

【Ｆ】公共施設の適切な再編・整備［町全域］ 

施策概要 公共施設等総合管理計画等に基づき、耐震化を含め、適切な維持管理を行

います。 

【Ｇ】防災備蓄拠点施設の整備［寄居］ 

施策概要 寄居町消防団第１分団詰所に川北の防災備蓄拠点として防災倉庫を併設

し、備蓄食料、保存水、資機材等の更なる確保・充実を図ります。 

 

 

  

※届出が必要な行為（30 日前までの届出） 

居住誘導区域外 

開発行為 
①3 戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

②１戸又は２戸の住宅の建築を目的とする開発行為で 1,000 ㎡以上の規模のもの 

建築等行為 
①3 戸以上の住宅の新築 

②建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して 3 戸以上の住宅とする場合 

都市機能誘導区域外 

開発行為 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為 

建築等行為 

①誘導施設を有する建築物の新築 

②建築物を改築して誘導施設を有する建築物とする場合 

③建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合 

都市機能誘導区域内 その他 誘導施設を休止又は廃止する行為 
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【災害リスクの低減（ソフト事業）】 

【Ｈ】防火・準防火地域の見直し［寄居］ 

施策概要 災害時の延焼被害を抑制するため、都市計画において防火地域及び準防火

地域の指定の見直しを進め、建築物の耐火性の向上と減災対策を促進します。 

【Ｉ】木造住宅等の耐震化促進［寄居・男衾］ 

施策概要 震災時の建物の倒壊による被害を抑制するため、本町の耐震診断助成制度

をより利用しやすい形に見直し、木造住宅の耐震化を進めます。また、居住

誘導区域における旧耐震住宅の除却等を推進します。 

【Ｊ】自主防災組織の強化［町全域］ 

施策概要 地域での防災訓練の実施を促進します。また、自主防災組織に、災害時の

活動に使用する資機材等を貸与します。 

【Ｋ】防災と災害時避難のための情報発信［町全域］ 

施策概要 防災行政無線やメール配信等を活用し、適切な情報提供を行います。 

【Ｌ】指定避難所の体制整備・運営［町全域］ 

施策概要 災害時の安全で秩序ある避難所運営に向けた体制整備、訓練や研修の実施、

災害発生時の役割分担や受援体制に関する整備等を進めます。 

【Ｍ】災害協定に関する取組み強化［町全域］ 

施策概要 大規模災害に備え、企業等と食糧や応急物資等の調達・供給について災害

時における協力に関する協定を結び、災害に対する体制を強化します。 

【Ｎ】消防団の育成・強化［町全域］ 

施策概要 団員育成のための研修会・訓練への参加及び消防団活動に必要な装備品の

配備、消防団運営を行います。 

【Ｏ】避難行動支援事業の実施［町全域］ 

施策概要 「避難行動要支援者名簿」の更新及び「個別避難計画」の充実を図り、地

域の避難活動を支援します。 

【Ｐ】マイ・タイムラインの作成促進［町全域］ 

施策概要 避難に備えた行動を一人ひとりがあらかじめ決めたマイ・タイムラインの

作成・在宅避難に向けた準備等の適切な避難行動に関する普及啓発を行いま

す。 
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第９章 評価方法及び進行管理 

１．評価指標の設定 

（１）評価指標の考え方 

居住誘導や都市機能誘導を実現するための施策の展開による、本計画のまちづくり方針の達

成状況を分析・評価するため、評価指標及び目標値を設定します。 

国で示す立地適正化計画策定の手引き等に基づいて、まちづくり方針の達成状況を測る指標、

まちづくり方針達成に伴う効果を測る指標、防災指針の達成状況を測る指標を設定します。 

 

 

◆まちづくり方針の達成状況を測る指標 

 指標① 居住誘導区域内の人口 

 指標② 誘導施設の充足率 

 指標③ 公共交通路線の運行本数 

 指標④ デマンドタクシー利用者数 

 

 

◆まちづくり方針の達成に伴う効果を測る指標 

 効果指標① 寄居町の住みやすさ 

 効果指標② 中心市街地における歩行者・自転車通行量 

 効果指標③ 都市機能誘導区域内の誘導施設の新規立地による民間投資額 

 効果指標④ 空き店舗活用状況 

 

 

◆防災指針の達成状況を測る指標 

 防災指標① 居住誘導区域内人口 【再掲】 

 防災指標② 自主防災組織主体の訓練実施組織数 

 防災指標③ 住宅の耐震化率 

 防災指標④ 劣化状況評価等における基準を満たさないため池数 
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（２）各指標の設定・算出方法と目標値 

◆まちづくり方針の達成状況を測る指標 

指標①・防災指標① 居住誘導区域内の人口                   

居住誘導区域の設定及び居住誘導施策の展開により、寄居駅・男衾駅周辺への人口集積が

進んでいることを検証します。 

指標① 居住誘導区域内人口（人） 

 
基準値 

（2015 年） 

現況値 

（2020 年） 

目標値 

（2037 年） 

居住誘導区域内人口 7,968  7,643 7,350  

出典）都市計画基礎調査   

【設定・算出方法】 

都市計画基礎調査における用途地域内人口を居住誘導区域面積の割合で案分して算出しま

す。 

 

 

※工業専用地域については、住宅用地や商業用地が見られないため居住者はいないと仮定 

【目標値】 

第６次総合振興計画前期基本計画における成果指標の用途地域（コンパクトな市街地を形

成する地域）人口密度の目標から、7.8％の減少率を許容限度とした人口維持を目指します。 

7,968—（7,968×0.078）＝7,968－622＝7,346 人≒7,350 

 

（参考）第６次総合振興計画前期基本計画より 

用途地域人口密度（人／ha）：現況値 18.0 → 目標値 16.6 ⇒7.8％の減少 

（参考）国立社会保障・人口問題研究所推計より 

2035 年における居住誘導区域内の趨勢人口（人）：6,324 人 

【中間評価（現況値）】 

7.8％の減少率による 2020 年時点の想定目標値 7,828 人を下回っているため、居住誘

導施策を強化します。 

 

指標② 誘導施設の充足率                           

第６章で設定した誘導施設について、都市機能誘導区域内への立地状況を確認します。 

指標② 誘導施設の充足率（％） 

 
基準値 

（2016 年） 

現況値 

（2021 年） 

目標値 

（2037 年） 

寄居駅周辺 9 施設 90％  10 施設 100％ 10 施設 100％ 

男衾駅周辺 1 施設 33％  1 施設 33％ 3 施設 100％ 

【設定・算出方法】 

誘導施設の立地状況を確認します。 

 

用途地域内人口（8,106 人） × 
居住誘導区域面積（311.5ha）※計画策定時点 

用途地域面積（316.9ha） 
≒7,968 人 
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【目標値】 

第６章で設定した誘導施設のうち、既に立地している施設は維持し、新たな立地が必要な

施設を誘導します。近くに同様の施設があるものは、既存の施設を維持もしくは都市機能誘

導区域内への誘導を図ります。誘導施設に設定した都市機能全てが充足されることを目標と

します。 

寄居駅周辺：商業機能（スーパーマーケット）を誘導し、その他施設は維持又は区域内誘

導を図ります。 

男衾駅周辺：子育て機能（子育て支援施設）、金融機能（銀行・信用金庫等）を誘導し、そ

の他施設は維持を図ります。 

【中間評価（現況値）】 

寄居駅周辺では、平成 30 年に寄居駅南側に商業施設（スーパーマーケット）が立地して

誘導施設が充足したため、既存の施設の維持を図ります。 

男衾駅周辺では、新たな施設が立地していないため、引き続き都市機能の誘導と既存施設

の維持を図ります。 

 

指標③ 公共交通路線の運行本数                        

その他の地域から、寄居駅、男衾駅の拠点等への公共交通の利便性が確保されていること

を、鉄道及び路線バスの運行本数により検証します。 

指標③ 公共交通路線の運行本数（本／日）（平日） 

 路線名 
基準値 

（2016 年） 

現況値 

（2022 年） 

目標値 

（2037 年） 

鉄道 

JR 八高線 17 15 

現況と同水準以上 東武東上線 50 50 

秩父鉄道線 39 46 

路線バス 

県北都市間路線バス 

深谷駅・寄居車庫線 
5 5 

現況と同水準以上 県北都市間路線バス 

本庄駅南口・寄居車庫線 
6 6 

東秩父村路線バス 6 6 

【設定・算出方法】 

各鉄道路線、路線バスの時刻表により、運行本数を把握します。 

【目標値】 

人口減少や居住誘導の推進により、その他の地域の居住者は大幅な減少が見込まれるもの

の、今後も居住者がいることから、都市機能の集積する拠点等への公共交通の利便性が、現

状と同等に維持されることを目標とします。 

【中間評価（現況値）】 

JR 八高線が２本減少したものの秩父鉄道線は７本増加しており、概ね現状の水準を維持

できているため、引き続き公共交通の維持を図ります。 
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指標④ デマンドタクシー利用者数                       

その他の地域の交通利便性が維持されていることを、デマンドタクシーの利用者数により

検証します。 

指標④ デマンドタクシー利用者数（人） 

 基準値 

（2015 年） 

現況値 

（2021 年） 

目標値 

（2037 年） 

年間利用者数 16,057  15,126 16,000  

出典）寄居町資料   

【設定・算出方法】 

庁内の利用状況の資料から、年間の利用者数を把握します。 

【目標値】 

人口減少及び誘導区域内への人口集積を図るため、その他の地域は大幅な人口減少が見込

まれるものの、現状と同等の生活利便性の維持が求められます。デマンドタクシーのサービ

ス維持のため、利用者層の拡大等により現状と同等の利用者数を目標とします。 

【中間評価（現況値）】 

2021 年は新型コロナウイルス感染症の影響で利用者が減少していますが、2019 年は

16,764 人と目標値を上回っており、概ね現状の水準を維持できているため、引き続きデマ

ンドタクシーの維持によるその他の地域から拠点等への交通利便性の確保を図ります。 
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◆まちづくり方針の達成に伴う効果を測る指標 

効果指標① 寄居町の住みやすさ                        

寄居駅周辺・男衾駅周辺において、居住者の集約や都市機能の確保、都市基盤整備の実施

等により、住環境や生活利便性が向上したことを、町民意識調査の「寄居町の住みやすさ」

の設問の結果から検証します。 

効果指標① 寄居町の住みやすさ（％） 

 
基準値 

（2015 年） 

現況値 

（2020 年） 

目標値 

（2037 年） 

住みやすいと思う回答の割合 54.6  61.0 60.0  

出典）町民意識調査   

【設定・算出方法】 

町民意識調査の寄居町の住みやすさを問う設問において、「住みやすい」「まあまあ住みや

すい」の合計を算出します。 

【目標値】 

約５％増加を目標とします。54.6＋5.0＝59.6≒60.0 

【中間評価（現況値）】 

目標値を上回っており、引き続き寄居駅周辺・男衾駅周辺における住環境や生活利便性の

向上を図ります。 

 

効果指標② 中心市街地における歩行者・自転車通行量              

寄居駅南口周辺において、居住者の集積、都市機能が立地することで交流人口が増え、中

心市街地が活性化していることを、中心市街地における歩行者・自転車通行量により検証し

ます。 

効果指標② 中心市街地における歩行者・自転車通行量（人） 

 
基準値 

（2015 年） 

現況値 

（2021 年） 

目標値 

（2037 年） 

平日 5,824  4,973 6,100  

休日 5,591  4,167 5,800  

出典）歩行者・自転車通行量調査   

【設定・算出方法】 

歩行者・自転車通行量調査結果から、寄居駅と寄居駅南側の全調査地点（計 10 箇所）の

通行量の合計とします。（12 時間調査） 

【目標値】 

第６次総合振興計画前期基本計画における成果指標では、目標値が＋５％となっています。 

人口減少が見込まれるなか、本計画の目標年まで、その値を保つことを目標とします。 

平日：6,115 人≒6,100 人、 休日：5,870 人≒5,800 人 

【中間評価（現況値）】 

新型コロナウイルス感染症の影響等で通行量が減少しており、目標値を下回る見込みであ

るため、寄居駅南口周辺における既存ストックを活用した賑わいの創出を推進します。 
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効果指標③ 都市機能誘導区域内の誘導施設の新規立地による民間投資額      

都市機能誘導区域内への民間企業の進出により拠点性が向上していることを、誘導施設の

新規立地による民間投資額から検証します。 

効果指標③ 都市機能誘導区域内の誘導施設の新規立地による民間投資額（億円） 

 基準値 現況値（2021 年） 目標値（2037 年） 

民間投資額 —  累計 2.2  累積 3.2  

出典）開発協議・許可における事業計画書の資金計画（寄居町）   

【設定・算出方法】 

「開発協議・許可における事業計画書の資金計画」から、都市機能誘導区域における民間

の都市機能施設の進出により投資された金額を把握します。 

【目標値】 

民間の誘導施設として、スーパーマーケット、銀行の誘導を図ります。建築着工統計調査

（2017 年１月）から、卸売業，小売業用建築物及び金融業，保険業用建築物の工事予定額

から１棟あたり工事費を算出し、それぞれ１棟の合計を目標値とします。 

会社資本規模別着工建築物 
（10 億円超） 

工事費予定額 
（万円） 

建築物の数 
（棟） 

１棟あたり工事費 
（万円） 

卸売業，小売業用建築物 2,723,471 242 11,254 

金融業，保険業用建築物 514,801 24 21,450 

11,254 万円（小売業）＋21,450 万円（金融業）＝32,704 万円≒3.2 億円 

【中間評価（現況値）】 

寄居駅南側への商業施設（スーパーマーケット）立地により、目標値を上回るペースで増

加しており、男衾駅周辺への金融機能（銀行）の誘導と既存施設の維持を図ります。 

 

効果指標④ 空き店舗活用状況                         

人口誘導等が進み中心市街地が活性化していることを、空き店舗の活用状況から検証します。 

効果指標④ 空き店舗活用状況 

 
基準値 

（2015 年） 

現況値 

（2021 年） 

目標値 

（2037 年） 

空き店舗活用件数（件） 3  累計 10  累計 30  

出典）寄居町資料、商業統計   

【設定・算出方法】 

チャレンジショップ支援事業を利用した事業所数を把握します。 

【目標値】 

第６次総合振興計画前期基本計画の成果指標では、現況値３件に対し、累計 10 件の創業

を目標としており、５年間で７件の増加を見込んでいます。本計画では、その後も同等の増

加を見込み、20 年間での目標値を以下の通りとします。 

（７件÷５年）×20 年＋３件（現況値）＝ 31 件 ≒ 30 件 

【中間評価（現況値）】 

概ね目標値に到達するペースで増加しており、引き続き空き店舗の活用を図ります。 
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◆防災指針の達成状況を測る指標 

防災指標① 居住誘導区域内人口 【再掲】                   

居住誘導区域の設定及び居住誘導施策の展開により、寄居駅・男衾駅周辺への人口集積が

進んでいることを検証します。 

指標① 居住誘導区域内人口（人） 

 
基準値 

（2015 年） 

現況値 

（2020 年） 

目標値 

（2037 年） 

居住誘導区域内人口 7,968  7,643 7,350  

出典）都市計画基礎調査   

 

防災指標② 自主防災組織主体の訓練実施組織数                 

災害発生時における避難体制整備等の災害リスクの低減が図られていることを、自主防災

組織による訓練実施状況から検証します。 

防災指標② 自主防災組織主体の訓練実施組織数 

 
現況値 

（2021 年） 

目標値 

（2037 年） 

訓練実施組織数 15  67  

出典）寄居町資料   

【設定・算出方法】 

自ら主体となって訓練を実施した自主防災組織の数を把握します。 

【目標値】 

第６次総合振興計画後期基本計画の成果指標では、行政区の総数である 67 を目標として

います。本計画の目標年まで、その値を保つことを目標とします。 

 

防災指標③ 住宅の耐震化率                          

建物倒壊に伴う人的被害の予防や避難経路の確保等の災害リスクの低減が図られているこ

とを、住宅の耐震化の進捗状況から検証します。 

防災指標③ 住宅の耐震化率（％） 

 
現況値 

（2021 年） 

目標値 

（2037 年） 

住宅の耐震化率 85.6  おおむね解消  

出典）住宅・土地統計調査、町建築物耐震改修促進計画   

【設定・算出方法】 

住宅・土地統計調査をもとにした国土交通省が示す推計方法により、住宅の耐震化率を算

出します。 

【目標値】 

寄居町建築物耐震改修促進計画では、現況値 85.6％に対し、令和８年度の目標値を 92％

とし、５年間で 6.4％の改善を目標としています。本計画では、その後も同等の改善を見込

み、目標年において耐震性が不十分な住宅をおおむね解消することを目標とします。 
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防災指標④ 劣化状況評価等における基準を満たさないため池数          

発災に備えた公共施設の整備等の災害リスクの低減が図られていることを、基準を満たさ

ないため池の解消状況から検証します。 

防災指標④ 劣化状況評価等における基準を満たさないため池数 

 
現況値 

（2021 年） 

目標値 

（2037 年） 

基準を満たさないため池 評価実施中  0  

出典）寄居町資料   

【設定・算出方法】 

防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法に基づく防災重点農業

用ため池について、劣化状況評価及び地震・豪雨耐性評価により、基準を満たさないため池

数を把握します。 

【目標値】 

本計画の目標年までに、防災工事・廃止工事により、基準を満たさないため池の解消を図

ります。 
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２．計画の評価、見直し方針 

本計画を進めていく際、下記の PDCA サイクルに基づき、Plan（計画の策定／改定）、Do

（計画の実行）、Check（評価・検証）、Action（見直し・改善）を行うことにより、計画を

効率的に推進していきます。 

本計画の計画期間は 2037 年度（令和 19 年度）までですが、計画の進捗状況や施策の効

果を測るために、概ね５年ごとに計画の中間評価を実施します。 

中間評価の状況により、必要に応じて計画の改定や施策の見直し等を検討します。 

 

 

 

  

Ｐｌａｎ 
計画の策定／改定 

・Action を受けて計画改定 

Ａｃｔｉｏｎ 
見直し・改善 

・施策の見直し 

Ｄｏ 
計画の実行 

・各種施策の推進 

Ｃｈｅｃｋ 
評価・検証 

・目標値の達成状況評価 
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参考資料 

１．策定及び改定の経緯 

立地適正化計画の策定及び改定においては、町議会、町都市計画審議会、地域懇談会、パブ

リックコメント手続等を通して、皆様の意見を踏まえた内容としました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 月 内  容 

2015 年度 

（平成 27 年） 
— 計画策定に伴う基礎調査実施 

2016 年 

（平成 28 年） 

８月 
政策会議 
・立地適正化計画及び基礎調査結果の概要報告 

９月 
町議会全員協議会 
・立地適正化計画及び基礎調査結果の概要報告 

12 月 
庁内調整会議 
・計画策定に伴う事前調整 

2017 年 

（平成 29 年） 

１月 
都市計画審議会 
・立地適正化計画の概要・工程の報告 

２月 
政策会議 
・計画の策定方針、居住誘導区域（案）の決定 

３月 
町議会全員協議会 
・計画の策定方針、居住誘導区域（案）の報告・意見聴取 

６月 
庁内調整会議 
・都市機能誘導区域・誘導施設、誘導施策の調整 

７月 
政策会議 
・計画（案）の決定 

８月 
都市計画審議会 
・計画（案）の報告 

11 月 地域懇談会（町内７地区） 

12 月 

町議会全員協議会 
・計画（案）の報告・意見聴取 

パブリックコメント手続実施（12 月～平成 30 年１月） 

2018 年 

（平成 30 年） 

１月 
政策会議 
・計画（最終案）の決定 

２月 
都市計画審議会 
・計画（最終案）説明・諮問（答申：平成 30 年３月） 

   

2022 年 

（令和４年） 

11 月 
政策会議 
・計画の改定方針の決定 

12 月 
町議会全員協議会 
・計画の改定方針の報告・意見聴取 

2023 年 

（令和５年） 

１月 パブリックコメント手続実施（１月～２月） 

２月 
都市計画審議会 
・計画（改定案）説明・諮問（答申：令和５年３月） 
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寄都計発第１１５号 
平成３０年２月１５日 

 
 寄居町都市計画審議会 
 会長 吉 澤 祥 匡 様 
 

       寄 居 町 
        上記代表者 寄居町長 花輪 利一郎  

 
 

寄居町立地適正化計画の策定について（諮問） 
 

このことについて、寄居町都市計画審議会条例第２条第２号の規定により、貴審議会の意見を求め

ます。 

寄都計審発第５号 
平成３０年３月７日 

 
寄 居 町 
上記代表者 寄居町長 花輪 利一郎 様 

 
        寄居町都市計画審議会 

     会長 吉 澤 祥 匡  
 

寄居町立地適正化計画の策定について（答申） 
 

平成３０年２月１５日付寄都計発第１１５号により諮問のありました「寄居町立地適正化計画の策

定について」は、本審議会において慎重に審議した結果、計画案を適当であると認めます。 
なお、本計画の推進にあたっては、下記の事項に十分配慮されることを要望します。 

記 
 
・ 計画の達成状況を測る重要な指標である居住誘導区域内人口について目標値の変化だけでなく、

施策実施による効果として上昇を見込む数値を把握し十分留意のうえ、計画の進行管理に活用され

たい。 
 

・ 居住誘導区域内の住環境整備については、特に官民の未利用地等の活用が重要になると考えられ

ることから、地域の核となる施設や場所として活用が促進されるような地域づくりを進められた

い。 
・ 寄居駅南口の大型商業施設跡地に関しては、寄居駅南口駅前広場や中央通り線の整備等をより効

果的なものとするため、活用が進むよう働きかけをお願いしたい。 
 

諮問・答申 
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2016（平成28）・2017（平成29）年度 

都市計画審議会名簿 

（敬称略・順不同） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

選出区分 氏 名 備 考 

(1)学識経験 

を有する者 

吉 澤  祥 匡 会長 

久 保 田  尚  

荻 野  真 仁  

(2)議会議員 

の代表 

𠮷 田  正 美 会長職務代理者 

稲 山  良 文  

津久井 康雄 平成 28 年度 

峯 岸  克 明 平成 29 年度 

(3)関係行政 

機関の職員 

新 井  勝 己 

埼玉県北部地域振興センター

所長 

平成 28 年度 

武 井  大 介 

埼玉県北部地域振興センター

所長 

平成 29 年度 

荻 野  隆 一 
埼玉県熊谷県土整備事務所長 

平成 28 年度 

山 田  隆 弘 
埼玉県熊谷県土整備事務所長 

平成 29 年度 

(4)公募によ
る町民 

柴 﨑  哲 也 平成 28 年度 
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寄都計発第１２７号 
令和５年２月１６日 

 
 寄居町都市計画審議会 
 会長 根岸 安和 様 
 

       寄 居 町 
        上記代表者 寄居町長 峯岸 克明  

 
 

寄居町立地適正化計画の改定について（諮問） 
 

このことについて、都市再生特別措置法第８１条第２４項において準用する同条第２２項の規定に

より、寄居町都市計画審議会条例第２条第２号に定める事項について、貴審議会の意見を求めます。 

寄都計審発第３号 
令和５年３月３日 

 
寄 居 町 
上記代表者 寄居町長 峯岸 克明 様 

 
        寄居町都市計画審議会 

     会長 根岸 安和  
 

寄居町立地適正化計画の改定について（答申） 
 

令和５年２月１６日付寄都計発第１２７号により諮問のありました「寄居町立地適正化計画の改定

について」は、本審議会において慎重に審議した結果、計画案を適当であると認めます。 
なお、本計画の推進にあたっては、下記の事項に十分配慮されることを要望します。 
 

記 
 
・ 当町においては都市計画法上の区域区分が定められていないなど、居住誘導区域外の規制が緩や

かであり、計画策定当初から居住誘導区域内への誘導が進んでいない面も見受けられるため、都市

再生特別措置法に基づく居住調整地域の設定など、誘導を推進するための各種制度の活用について

も引き続き検討されたい。 
 
・ 寄居駅及び男衾駅周辺の商業・観光の振興や都市基盤の整備を推進し、居住誘導区域内外の差別

化を図ることで、更なる居住誘導を図られたい。 
 
・ 居住誘導区域外から寄居駅及び男衾駅への交通手段を確保するため、デマンドタクシーなど公共

交通の利便性の向上に引き続き努められたい。 

諮問・答申 
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2022（令和４）年度 

都市計画審議会名簿 

（敬称略・順不同） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選出区分 氏 名 備 考 

(1)学識経験 

を有する者 

根 岸  安 和 会長 

久 保 田  尚  

荻 野  真 仁  

(2)議会議員 

の代表 

権 田  孝 史  

保 泉  周 平  

𠮷田  正 美 会長職務代理者 

(3)関係行政 

機関の職員 

清 水  匠 
埼玉県北部地域振興センター

所長 

小 高  巌 埼玉県熊谷県土整備事務所長 

 


